
第２次かどま男女共同参画プラン推進状況等調査シート

令和元年（2019年）７月12日（金）

門真市市民生活部人権女性政策課





平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

1 男
女
共
同
参
画
の
意
識
づ
く
り

1 身近な問
題とし
て、市民
に理解と
共感を広
げる

広報紙など
の媒体を通
じた啓発の
推進

あらゆる年代や立場
の人が男女共同参画
への理解を深めるた
め、広報紙などの媒
体を通じて啓発を進
めます

門真市男女共同参
画推進条例や第２
次かどま男女共同
参画プラン及びプ
ランの推進状況を
広報紙やホーム
ページ、セミナー
等の多様な媒体で
周知し、男女共同
参画への理解が深
まるように啓発し
ていく。

①市のホームページに「第2次かどま男女共
同参画プラン」、「条例」及び「推進状況
等調査シート」を掲載した。

②「第2次かどま男女共同参画プラン」、
「条例」及び「推進状況等調査シート」を
ホームページで公表することで啓発効果が
向上した。

③今後も女性サポートステーションを中心
に男女共同参画に関する広報やセミナーを
実施するなど意識の醸成に努める。

門真市男女共同参画推
進条例や第２次かどま
男女共同参画プラン及
びプランの推進状況を
広報紙やホームペー
ジ、セミナー等の多様
な媒体で周知し、男女
共同参画への理解が深
まるように啓発してい
く。

男女共同参画へ
の理解が深まる
ように、多様な
媒体を活用して
積極的に啓発し
ていることは高
く評価できる。
今後も引き続
き、啓発活動に
努め、意識の醸
成に努めるとと
もに、啓発効果
の検証方法につ
いて検討してい
ただきたい。

人権女性政策課　

1

男女共同参
画に関する
認識を深め
る機会の充
実

講座などを開催し、
男女共同参画に関す
る認識を深める機会
の充実に努めます

男女共同参画週間
のみならず、あら
ゆる機会を捉えて
男女共同参画に関
する認識を深める
機会を提供する。

①6月10日に門真市立公民館でわかぎゑふ
氏を講師に迎え「あなたの中の男と女」を
テーマに講演会を開催した。
講演会以外の取り組みとしては、大阪府が
実施する講座やイベントについて本市ホー
ムページからも情報を得られるよう工夫し
た。また「男女共同参画週間」懸垂幕を6月
1日から29日まで市本館庁舎へ掲揚し週間
の周知をした。

②講演会に関しては、エフエム守口で呼び
かけたり、市が実施する他のイベントなど
へ出向き、チラシを配布するなどの事前周
知に努めた。当日は67人(男女比未把握)の
参加があったが、29年度の102人から大幅
に減少した。

③男女共同参画に関する認識が広がるよ
う、イベントの会場や開催日、周知方法な
どについて今後も工夫に努める。

男女共同参画週間のみ
ならず、あらゆる機会
を捉えて男女共同参画
に関する認識を深める
機会を提供する。
イベント会場をわかり
やすい便利な会場で開
催し、門真のイベント
が多い日曜日を避けて
開催し、周知を広報・
ホームページ以外でも
手法を考え講演会参加
者の増加に努める。

「男女共同参画
週間」懸垂幕の
掲揚や講演会の
開催、エフエム
守口やチラシの
活用など、積極
的に取り組んで
いることは評価
できる。
今後も、イベン
トの会場や開催
日、周知方法な
どについて、さ
らに工夫に努
め、参加者数の
増大に取り組ん
でいただきた
い。

人権女性政策課　
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方針 施策

1 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

男女等の人
権を尊重し
た表現の推
進

広報紙やチラシ、パ
ンフレットなどの媒
体において、男女等
の人権を尊重した表
現の推進に努めます

広報誌やチラシ、
パンフレット等に
男女の人権尊重の
視点から、適切な
表現を使用するよ
う努めるととも
に、庁内各課が行
う男女の表現行為
が適切に運用され
ているか必要な配
慮を行う。

①「表現ハンドブック　考えてみませんか
よりよい表現～人権尊重のために～」の
ホームページへの継続的な掲載とともに、
男女の人権尊重の視点から、適切な表現を
使用するように努めた。

②庁内の案内・パンフレット等の表現は、
担当課において適切に運用されていた。

③「表現ハンドブック　考えてみませんか
よりよい表現～人権尊重のために～」をよ
り多くの市民の方に見ていただけるように
努めるとともに、庁内での表現の運用につ
いて、さらに注視していく。

広報誌やチラシ、パン
フレット等に男女の人
権尊重の視点から、適
切な表現を使用するよ
う努めるとともに、庁
内各課が行う男女の表
現行為が適切に運用さ
れているか必要な配慮
を行う。

庁内各課が行う
表現行為は、多
くの市民の目に
触れるものであ
るので、ジェン
ダー・バイアス
の再生産などに
つながるもので
あっては絶対な
らない。庁内各
課の表現行為が
適切なものと
なっているかど
うかについて、
絶えずきめ細か
に注視していた
だきたい。

人権女性政策課　

4

人権女性政策課　啓発月間・週間
等に合わせ講演
会やイベントを
開催したり、年
5回の講座を開
催したりしてい
ることは評価で
きる。特に、若
年層をターゲッ
トにした講座に
おいて、若年層
が多数参加して
いることは高く
評価できる。反
省点について
は、次年度に活
かしていただき
たい。

様々な人権課題につい
て、国や大阪府などの
動向を注視しテーマ設
定を考えるとともに、
参加意欲の高まる企画
を検討し、人権尊重意
識の向上につなげる。

①啓発月間・週間等に合わせ「子どもの人
権」（参加人数33人）「個人情報の保護と
ＳＮＳの利用について」（参加人数35
人）、平和祈念映画上映会「この世界の片
隅に」、ヒロシマ被爆ピアノ展（参加人数
計337人）ワーク・ライフ・バランスの
「想定外」を「想定内」に～「人生100年
時代」を生きる～（参加人数57人）ディズ
ニーアニメ映画「ズートピア」（参加人数
44人）といった人権課題等について講演会
やイベントを開催することができた。（全
イベント男女比未把握）

②講座は年5回開催した。1回平均74人を
集客し、前年度平均の71人を上回った。ま
た、3月に実施したイベントは普段参加が少
ない若年層をターゲットにした。アンケー
ト回答者37名のうち20名が10代以下で
あった。

③企画側が予想した参加人数と開きがあっ
た啓発事業があったため反省を活かして開
催時期や場所等を考慮していかなくてはな
らない。

年々様々な人権課
題が発生している
ため、国や大阪府
などの動向を注視
しテーマ設定を考
えることや、開催
時期や時間帯の精
査を行い、参加者
が参加しやすい講
演会やイベントに
することで参加者
の増加につなげ、
人権尊重の意識を
高める。

講座などを開催し、
人権尊重意識を高め
る機会の充実に努め
ます。また、性的マ
イノリティや性の多
様性も含め、人権尊
重意識を高めるため
の機会の確保とその
内容の充実に努めま
す

人 権 尊 重 意
識 を 高 め る
機会の充実
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2 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

3 男女共同
参画に関
する情報
を収集
し、提供
する

大 阪 府 等 関
係 機 関 と の
連 携 に よ る
男 女 共 同 参
画 に 関 す る
情 報 の 収 集
と提供

あらゆる場面で男女
共同参画の意識が醸
成されるよう、大阪
府等関係機関と連携
し、情報の収集や提
供に努めます

国や大阪府等関係
機関との連携によ
り、男女共同参画
に関する情報収集
に努め、市民に提
供する

①大阪府やハローワークが実施するセミ
ナーなどのチラシや、内閣府発行の月間総
合情報誌「共同参画」を人権女性政策課や
女性サポートステーションの啓発コーナー
に配架するなど情報提供した。また、市HP
で女性の活躍・両立支援サイト（厚労省委
託事業）を引き続き紹介し、市内企業の行
動計画や取組を見ることが出来るようにし
ている。

②市HPで紹介していることで、男女共同参
画に関する企業の取り組みや各市の情報な
どを広く周知できた。
　
③多くの情報を収集し、講演やセミナー実
施時なども含め、あらゆる機会を捉えて情
報提供に努める。

引き続き、国や大阪府
等関係機関との連携に
より、男女共同参画に
関する情報収集に努
め、市民に提供する

女性サポートス
テーションの啓
発コーナーや市
HPを活用し
て、様々な情報
を積極的に提供
していることは
評価できる。
今後も引き続
き、多くの情報
を収集し、市民
に効果的に情報
提供していただ
きたい。

人権女性政策課　
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地域団
体、企業
などと一
体となっ
た啓発を
進める

2 地域団体、
企業などに
対する働き
かけ

地域団体や企業など
に対し、男女共同参
画社会の実現に向け
た取り組みが推進さ
れるように、働きか
けます

市内企業や地域団
体を対象に、男女
共同参画に関する
啓発事業を実施
し、各組織内にお
いて取組が進むよ
う働きかける。

①大阪府や大阪企業人権協議会が実施する
公正採用や男女雇用機会均等に関する講座
（人権リーダー養成講座や人権・同和問題
企業啓発講座等）などについて、門真市企
業人権推進連絡会会員に対して周知し参加
いただいたほか、大阪府及び門真市企業人
権推進連絡会と連携し、門真市域で公正採
用選考に関する研修を開催した。また、人
権協会の構成団体である自治連合会やPTA
協議会などの地域団体に対し、本市が実施
する啓発事業（年５回実施している人権講
座「ともに生きる」）の情報提供を行っ
た。

②門真市域で開催した公正採用選考に関す
る研修について、広報やホームページで周
知し、市内企業が参加しやすい機会を提供
できた。

③企業人権推進連絡会や人権協会に加入し
ていない企業や団体にも啓発を進める方法
を検討する必要がある。

市内企業や地域団体を
対象に、幅広く男女共
同参画に関する周知啓
発に努める。

企業人権推進連
絡会や人権協会
に加入している
企業や団体への
啓発活動や情報
提供を積極的に
行なっているこ
とは評価でき
る。企業人権推
進連絡会や人権
協会に加入して
いない企業や団
体に対する情報
提供や啓発促進
の方法の検討が
強く望まれる。

人権女性政策課　

5

3 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

メ デ ィ ア を
活 用 し た 男
女 共 同 参 画
の推進

メディアの発信する
内容を主体的に選択
し、読み解き、活用
できる能力の向上を
図るため、関係課や
大阪府等関係機関な
どと連携した取り組
みを進めます

市HPや広報、チラ
シなど様々な手段
を活用し、関係機
関から収集した男
女共同参画に係る
情報をより多くの
市民に提供するよ
う努める。

①市HPで内閣府男女共同参画局と大阪府の
該当ページや女性の活躍・両立支援サイト
（厚労省委託事業）を紹介し、男女共同参
画に関するあらゆる取り組みの情報を提供
している。

②市HPで紹介していることで、男女共同参
画に関する企業の取り組みや各市の情報な
どを広く周知できた。

③引き続き関係課や機関と連絡を密にし、
最新情報の収集や提供に努める必要があ
る。

市HPや広報、チラシ
など様々な手段を活用
し、関係機関から収集
した男女共同参画に係
る情報をより多くの市
民に提供するよう努め
る。

多様な媒体（メ
ディア）を活用
し、多様な情報
を広く市民提供
していることは
評価できる。
引き続き、関係
課や関係機関と
連絡を密にし
て、情報収集と
情報提供に努め
ていただきた
い。

人権女性政策課　
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2 1 保育所・
幼稚園・
学校など
におい
て、男女
共同参画
意識を育
む

男女共同参
画意識を育
む保育の推
進

保育所において、男
女共同参画と一人ひ
とりの個性の尊重を
基本とする保育を進
めます

保育所保育指針に
基づく子どもの個
性を尊重した保育
の実施。

①保育所保育指針の趣旨に基づき、子ども
一人ひとりの個性を尊重し、その能力を発
揮できる環境づくりを園全体の取り組みと
して展開した。

②園生活や遊びを通じ、子どもが性別にと
らわれず個性を尊重する意識づくりが図ら
れた。

③今後も、子どもへの言葉かけなどを通
じ、男女共同参画と一人ひとりの個性を尊
重する意識が醸成されるよう、子どもの心
の育成に配慮していきたい。

保育所保育指針に基づ
く子どもの個性を尊重
した保育の実施。

引き続き、保育
所保育指針の趣
旨や門真市教育
大綱の趣旨に基
づき、幼児の段
階からジェン
ダー・バイアス
をかけないよう
な組織的取組な
ど、子ども一人
ひとりの個性が
性別にとらわれ
ることなく尊重
されるような保
育を実施してい
ただきたい。

保育幼稚園課

8

保育所職員
研修の充実

保育所職員に対し、
男女共同参画の視点
に立った保育が進め
られるよう、研修を
充実します

男女共同参画の視
点に立った保育を
推進するための研
修への参加促進及
び企画・実践。

①男女共同参画の視点に立った保育を実践
していくため、研修参加が可能な体制を整
備し、各種研修への参加を促した。

②研修の参加者のみならず、報告を通じて
園全体で研修内容を共有し、研修の成果を
より効果的に発揮することができた。

③外部研修への参加促進を図るのみなら
ず、男女共同参画の意識の醸成に資する研
修の企画・実践を図っていきたい。

男女共同参画の視点に
立った保育を推進する
ための研修への参加促
進及び企画・実践。

研修は、参加者
個人という観点
においても重要
であるが、組織
的研修という観
点においても非
常に重要である
ので、今後も引
き続き、研修へ
の参加促進、研
修内容の園全体
での共有を図る
などしていただ
きたい。

保育幼稚園課

9

多
様
な
選
択
を
可
能
に
す
る
教
育
・
学
習
の
推
進

4 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

男 女 共 同 参
画 意 識 を 育
む 教 育 の 推
進

幼稚園において、男
女共同参画と一人ひ
とりの個性の尊重を
基本とする教育を進
めます。また、性別
にとらわれず、男女
が主体的な選択を可
能にするための個性
や能力を尊重した進
路・生徒指導を進め
ます

幼稚園教育要領に
基づく子どもの個
性を尊重した幼児
教育の実施。

①幼稚園教育要領の趣旨に基づき、園全体
で男女共同参画と一人ひとりの個性の尊重
を基本とした幼児教育を展開した。

②男女共同参画と園児それぞれの個性を尊
重するため、職員間で情報共有を図り、一
体的な取り組みを行うことにより、性別に
とらわれず個性を尊重する視点に立った教
育を実践した。

③より男女参画と個性を尊重する意識の向
上に向けた、実践的、かつ発達段階に応じ
た取組を推進していきたい。

幼稚園教育要領に基づ
く子どもの個性を尊重
した幼児教育の実施。

幼稚園教育要領
の趣旨や門真市
教育大綱の趣旨
に基づき、今後
も引き続き、子
ども一人ひとり
の個性が性別に
とらわれること
なく尊重される
ような幼児教育
を、組織的に実
施していただき
たい。

保育幼稚園課
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男 女 共 同 参
画 意 識 を 育
む 教 育 の 推
進

男女共同参画と一人ひ
とりの個性の尊重を基
本とした教育を推進す
るため、男女平等教育
推進委員会等において
情報共有や意見交流、
学習会を行い、進路・
生徒指導を含めた様々
な教育活動において取
組を推進する。

学校教育課①男女平等教育推進委員会において、各校
での取組が一層推進されるよう、実践交流
やワークショップ、学習会、男女共同参画
の視点をもった取組の報告等を行った。
※実践交流・・各校１名以上の推進委員が
出席して行う「男女平等教育推進会議」に
おいて、各校の今年度の計画や予定、実践
等を報告し合あった。また、20校の取組み
を冊子にまとめて、各学校で周知・活用で
きるようにしている。
※ワークショップ・・ワークシート「何で
もなれるぞ！女の子　男の子　パイロット
になりたい！」（大阪府人権教育研究協議
会　発行）を活用して、グループ討議を
行った。性別にとらわれず、男女が主体的
な選択を可能にするための個性や能力を尊
重した進路・生徒指導を進めるため、研究
討議を行った。

②推進委員会での内容をもとに、男女共同
参画の視点から性別にとらわれず、男女が
主体的な選択を可能にするための個性や能
力を尊重した進路・生徒指導を進めること
の大切さを、校内で周知することができ
た。

③今後も、新たな情報を取り入れつつ、継
続して取組を進める中で、教職員の意識や
指導力を高め、子どもたちの意識を育んで
いくことが必要である。

男女共同参画と一
人ひとりの個性の
尊重を基本とした
教育を推進するた
め、男女平等教育
推進委員会等にお
いて情報共有や意
見交流を行い、進
路・生徒指導を含
めた様々な教育活
動において取組を
推進する。

学校において、男女
共同参画と一人ひと
りの個性の尊重を基
本とする教育を進め
ます。また、性別に
とらわれず、男女が
主体的な選択を可能
にするための個性や
能力を尊重した進
路・生徒指導を進め
ます

11

男女平等教育推
進委員会におい
て、実践交流や
ワークショップ
など積極的に取
り組み、その成
果を校内で周知
するなど、教職
員の意識や指導
力を組織的に高
める活動をして
いることは高く
評価できる。
今後も、新たな
情報を取り入れ
つつ、継続して
積極的に取り組
んでいただきた
い。

5 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

幼 稚 園 ・ 学
校 教 職 員 研
修の充実

学校教職員に対し、
男女共同参画の視点
に立った教育が進め
られるよう、研修を
充実します

男女平等教育推進
委員会を中心に、
各校での充実した
実践につながるよ
う工夫をし、教職
員研修会や実践交
流会を実施する。

①男女平等教育推進委員会や学習会におい
て、「第２次かどま男女共同参画プラン」
を周知した。また、男女平等教育推進委員
会において、男女共同参画の視点に立った
教育について、以下の内容で拡大学習会を
行った。
日時：平成31年1月9日
講師：乙倉恵子氏（心理・教育キャリアカ
ウンセラー）
内容：「男女共同参画社会～一人一人を大
切にする気持ちを育む教育とは～」

②学習会の中で、教職員が実際に、ジェン
ダーチェックを行ったり、社会に渦巻く
ジェンダーバイアスに気づいたりすること
ができた。

③参加した教員の学びや気づきを、当日の
レジュメ等を活用して、各校で周知し、実
践的な取組につなげる必要がある。

男女平等教育推進委員
会を中心に、各校での
充実した実践につなが
るように、教材等の情
報提供や、教職員研修
会、実践交流会を工夫
して実施する。

「ジェンダーバ
イアス」につい
て、教職員自身
の学びや気づき
につながる拡大
学習会を実施す
るなど、充実し
た研修が行われ
ていると評価で
きる。
研修の成果が、
各校での実践的
取組として着実
に現れてくるこ
とを期待する。

学校教育課
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幼 稚 園 ・ 学
校 教 職 員 研
修の充実

幼稚園職員に対し、
男女共同参画の視点
に立った教育が進め
られるよう、研修を
充実します

男女平等教育の推
進について、各園
での実践につなが
る教職員研修を実
施する。

①園内人権研修を通じて男女平等教育を推
進した。

②男女の区別と差別の違いに対する教職員
の意識を高めることができた。

③男女共同参画の視点に立った、より実践
的な取り組みを各園に広げること。

男女平等教育の推進に
ついて、各園での実践
につながる教職員研修
を実施する。

男女平等教育を
推進するための
園内人権研修は
重要であるの
で、今後も継続
していただきた
い。
園内人権研修の
さらなる充実に
よって、実践的
な取組が各園に
広がり、すべて
の園において男
女平等教育が高
い水準で推進さ
れされることを
を期待する。

保育幼稚園課
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6 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

キャリア教
育の推進

子どもたちが将来の
夢や希望をしっかり
と描き、学ぶことや
働くことへの意欲や
目的をより確かなも
のにするために、引
き続き中学校で行わ
れる職場体験学習を
より充実させるとと
もに、各中学校区に
おいては、小・中学
校の一貫した系統的
なカリキュラムによ
るキャリア教育を研
究し、実践を進めま
す

めざす子ども像検
討委員会等で、
保・幼・小・中学
校における系統的
なカリキュラムや
キャリア教育につ
いての研究を進
め、各中学校区
キャリア教育全体
計画に基づいた実
践をさらに積み重
ねていく。

①各中学校において、学ぶことや働くこと
への意欲や目的をより確かなものにするた
めに、職場体験学習や大学での体験学習が
行われた。また、保・幼・小・中の教員を
対象に講師を招聘してのキャリア教育にお
ける研修会の実施や取組の交流機会を持つ
ことで、一貫教育の観点からも推進するこ
とができた。

②各中学校区における系統的なキャリア教
育の重要性への理解は深まっており、中学
校区ごとの連携したキャリア教育の実践を
積み重ねることができている。

③全教育活動の中で、キャリア教育を意識
した授業や行事を実施するため、カリキュ
ラムマネジメントの適切に行う必要があ
る。

キャリア教育担当者連
絡会等で、中学校区に
おける系統的なカリ
キュラムの検討や取組
の交流を行い、市内学
校のキャリア教育にお
ける研究や実践をさら
に推進する。

キャリア教育全
体計画に基づく
実践の積み重ね
や、系統的なカ
リキュラムの検
討などを行なっ
ていることは評
価できる。
定期的にアセス
メントすること
を通して、カリ
キュラムマネジ
メントを適切に
行うことが望ま
れる。
また、市民への
積極的な分かり
やすい広報が強
く望まれる。

学校教育課
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保 護 者 に 対
す る 男 女 共
同 参 画 社 会
の 啓 発 の 推
進

保育所や幼稚園、学
校などにおける男女
共同参画や子どもに
とっての男女共同参
画などについて、Ｐ
ＴＡ活動の中で理解
を深められるよう啓
発するとともに、男
女共同参画の視点に
立った保護者会活動
などへの働きかけを
進めます。また、男
女共同参画の視点に
立った家庭教育の重
要性について、啓発
を進めます

あらゆる機会を通
じ、更なる保護者
の男女共同参画促
進に向けた啓発・
助言等の推進。

①懇談や行事などの機会をとらえ、男女共
同参画の啓発に努めるとともに、男女共同
参画の視点で保護者会活動が運営されるよ
う助言等に努めた。また、子どもに関する
相談を通じ、各家庭が抱える問題について
適切に対応するとともに、必要に応じて関
係機関と連携し、支援に取り組んだ。

②保護者間において男女共同参画の意識が
高まってきており、行事参加や子どもの送
迎、家庭が抱える問題などにおいて父母が
ともに関わる家庭が増加している。

③すべての保護者が男女共同参画の視点に
立った活動を実践されるよう今後とも、あ
らゆる機会をとらえ、啓発に努めていきた
い。

あらゆる機会を通じ、
更なる保護者の男女共
同参画促進に向けた啓
発・助言等の推進。

保護者間におい
て男女共同参画
の意識が高まっ
てきていること
は、取り組みの
成果として高く
評価できる。
今後も、すべて
の保護者が男女
共同参画の視点
に立った活動を
実践されるよ
う、あらゆる機
会を用いて啓発
に努めていただ
きたい。

保育幼稚園課
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7 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

保 護 者 に 対
す る 男 女 共
同 参 画 社 会
の 啓 発 の 推
進

保育所や幼稚園、学
校などにおける男女
共同参画や子どもに
とっての男女共同参
画などについて、Ｐ
ＴＡ活動の中で理解
を深められるよう啓
発するとともに、男
女共同参画の視点に
立った保護者会活動
などへの働きかけを
進めます。また、男
女共同参画の視点に
立った家庭教育の重
要性について、啓発
を進めます。

男女共同参画の視
点に立った家庭教
育の重要性につい
ての啓発が進むよ
う、各学校での取
組みをPTA活動を
とおして周知でき
るよう、男女平等
教育推進委員会等
での情報共有を行
う。

①学校園等における男女共同参画や子ども
にとっての男女共同参画について、学校で
の取組みをＰＴＡ活動の中でも周知するな
ど、理解を深められるよう啓発した。

②男女共同参画の視点に立った家庭教育の
重要性についての啓発が進むよう、男女平
等教育推進委員会等で、PTA活動において
の情報共有や意見交流等について議論する
ことができた。

③男女共同参画社会の啓発を、より一層推
進するため、ＰＴＡ活動をとおして保護者
への啓発が進むよう、今後も他課と連携を
し取組を進める。

男女共同参画の視点に
立った家庭教育の重要
性についての啓発が進
むよう、各学校での取
組みをPTA活動をと
おして周知できるよ
う、男女平等教育推進
委員会等での情報共有
を行う。

今後も、学校で
の取組みをＰＴ
Ａ活動を通して
周知するなど、
男女共同参画の
視点に立った家
庭教育の重要性
について、保護
者への啓発推進
に積極的に取り
組んでいただき
たい。

学校教育課
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2 男女共同
参画を進
める多様
な学習機
会を提供
する

男女等のエ
ンパワーメ
ントやチャ
レンジのた
めの能力開
発や学習機
会の充実

男女が個性と能力を
発揮できるように、
意識啓発を行うとと
もに、能力開発や技
術の向上のための講
座など学習機会の提
供の充実に努めます

能力開発や技術の
向上のための講座
など学習機会の提
供に努める。30年
度は新たに「女子
力UP講座」を開催
予定。

①・基本を学び今後のスキルUPや情報に触
れる機会を増やすことを目指す「パソコン
講座」を開催。（参加：48人）
・男女問わず個人の達成感と成長を感じら
れる機会を提供するため「趣味の一日講座
（絵手紙制作）」を開催。（参加：46人）
・年齢に関係なく女性の魅力向上につなが
る講座の女子力ＵＰ講座を開講（参加：茶
道講座9人・セルフネイルアート講座10
人・くらしと醗酵講座15人）
・門真市で使用している教科書でもう一度
学びたい気持ちを可能にする学び舎シリー
ズ（歴史塾・国語・算数）（参加：歴史89
人、国語72人、算数78人）

②それぞれの目的に応じた内容で開催する
と共に、リカレント教育を取り入れるなど
ニーズにあった講座の内容の検討ができ
た。

③今後も利用者のニーズの把握に努め、講
座のスクラップアンドビルドを図っていき
たい。

能力開発や技術の向上
のための講座など学習
機会の提供に努める。
平成31年度は新たに
アウトリーチ事業を取
り入れるなど多くの参
加につなげていく。

ジェンダー統計
にご理解をお願
いする。
講座のスクラッ
プアンドビルド
の際には、利用
者のニーズもさ
ることながら、
男女共同参画の
理解および実行
に向けた内容を
要望する。
様々な状況にあ
る市民に対応し
たアウトリサー
チ事業に期待す
る。

社会教育課
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8 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

男 性 の 家 庭
生 活 や 地 域
活 動 へ の 参
加 を 促 進 す
る 機 会 の 充
実

子育て期の父親のみ
ならず、退職後の男
性などが子育てや介
護、料理などが必要
になったときにも困
らないように、知識
や技術習得のための
教室を開催します

引き続き、男性
（父親等）が気軽
に参加できるよう
な講座内容や環境
等を整備して、男
性参加者の増加を
図る。

①清水健氏を講師に招き「男女共同参画
（人権）」をテーマに人権講座を開催。
（参加：142人）

②多くの方に参加申込みいただいた。講座
の内容も講師の実体験に基づくものであ
り、参加者の満足度も高かった。

③参加申込は定員を満たしていたが、当日
欠席者が多く、今後検討する必要がある。
またより多くの参加者を得るためには、
テーマの選定について、より検討を重ねる
必要がある。

引き続き、男性（父親
等）が気軽に参加でき
るような講座内容や環
境等を整備して、男性
対象の講座開催につい
ても検討していく。

ジェンダー統計
にご理解をお願
いする。
今回は、講演形
式のようであっ
たが、前回のよ
うに運動系・活
動系など、家族
との参加も促す
ような講座も検
討の内に入れる
ことを提案す
る。

社会教育課
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3 女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶

1 暴力を許
さない社
会をつく
るための
啓発を進
める

市 民 に 対 す
る Ｄ Ｖ や セ
ク シ ュ ア
ル ・ ハ ラ ス
メ ン ト な ど
の 啓 発 の 推
進

市民に対し、ＤＶや
セクシュアル・ハラ
スメントなど、男女
間等における暴力を
なくすため、啓発を
進めます。また、売
買春やストーカーな
ど女性の人権を侵害
する行為について、
認識を高めるための
啓発を進めます

啓発事業等におい
て、売買春やス
トーカーなど女性
の人権を侵害する
行為について、認
識を高めるための
取組みを進める。
また、女性に対す
る暴力をなくすた
め、啓発に努め
る。

①女性サポートステーションにおいて女性
のための相談を実施していることを年３回
広報で周知したほか、市HPのトップページ
の「さまざまな相談」バナーから、２ク
リックで相談に関する情報にアクセスでき
るよう工夫している。また、１１月の「女
性に対する暴力をなくす運動」期間に女性
サポートステーションを折り紙で折った
パープルリボンで装飾したほか、ポスター
を掲示し、啓発を強化した。更に市HPに女
性の健康と権利に関する記事を掲載してい
る。

②市HPや広報、女性サポートステーション
での啓発活動により、女性の権利や女性に
対する暴力の相談窓口に関する情報提供が
出来た。

③情報提供に継続して取り組み、DVやセク
ハラに関するセミナーや講座などを開催
し、広く啓発に努める。

啓発事業等において、
売買春やストーカーな
ど女性の人権を侵害す
る行為について、認識
を高めるための取組み
を進める。また、女性
に対する暴力をなくす
ため、啓発に努める。

前年度の継続を
評価する。
バルーンから折
り紙リボンへは
小さなことかも
しれないが、見
える化でマンネ
リ化していない
という意志を示
すのもありかと
思われた。

人権女性政策課　
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9 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

企 業 に 対 す
る セ ク シ ュ
ア ル ・ ハ ラ
ス メ ン ト な
ど の 啓 発 の
推進

企業に対し、職場に
おけるセクシュア
ル・ハラスメントに
対する理解と認識を
深めるための啓発を
進めます

市内企業にハラス
メントに関する研
修を実施するとと
もに、様々な機会
をとらえ啓発パン
フレットの配布や
啓発講座への参加
促進に取り組む。

①市内１企業に対し「企業と人権」をテー
マに出前研修（参加人数30人　男女比概ね
5：5）を実施したほか、門真市企業人権推
進連絡会、大阪企業人権協議会と連携し、
啓発パンフレットの配布や啓発講座の情報
提供を行った。

②大阪企業人権協議会が実施するハラスメ
ント問題に関する研修の参加者は延べ２社
３名と昨年度より減少した。

③大阪企業人権協議会が実施するハラスメ
ント問題に関する研修の参加者が増加する
よう周知方法を工夫する必要がある。

市内企業にハラスメン
トに関する研修を実施
や啓発パンフレットの
配布に取り組むほか、
啓発講座の参加企業が
増加するよう周知に努
める。

大阪企業人権協
議会が実施する
ハラスメント問
題に関する研修
の参加者は今回
も引き続き減少
した。
新しいハラスメ
ント事例などの
情報収集に努
め、参加を促す
ことも考えられ
る。

人権女性政策課　
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具体事例による
研究協議が行わ
れたことは評価
できる。
継続的な実施を
望む。

教 職 員 に 対
す る セ ク
シ ュ ア ル ・
ハ ラ ス メ ン
ト な ど の 啓
発の推進

教職員に対し、児
童・生徒に対するセ
クシュアル・ハラス
メントを防止するた
め、児童・生徒のた
めの相談体制の整備
や、管理職をはじめ
とした教職員の研修
の充実を図ります

教職員が正しい知
識を身につけ、児
童・生徒の立場に
立った問題意識を
もてるよう、より
効果的な研修を行
う。

①門真市セクハラ防止指針の周知をはか
り、セクハラ防止研修を各校にて実施し
た。また、8月3日管理職人権研修会、
11月13日男女平等教育推進委員会におい
て、児童・生徒に対するセクシュアル・ハ
ラスメントを防止するための研修会を行っ
た。平成29年５月に改訂された大阪府教育
庁作成の「教職員による児童・生徒に対す
るセクシュアル・ハラスメント防止のため
に」を踏まえた内容や、具体事例について
研究協議したりする研修を行った。

②管理職をはじめとした教職員に、セクハ
ラは、許されない人権侵害事象であり、児
童生徒の今後の成長にも影響を及ぼす重大
事案であるとの問題意識を明確にすること
ができた。

③今後も計画的・継続的に研修会や啓発を
行い、さらなる教職員の意識向上を図る。

教職員が正しい知識を
身につけ、児童・生徒
の立場に立った問題意
識をもてるよう、より
効果的な研修を行う。

学校教育課
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10 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

デートＤＶ
の啓発の推
進

若い世代などに対
し、デートＤＶにつ
いて、社会的な課題
であることの認識を
深めるため、啓発を
進めます

様々な機会を捉え
て若い世代にデー
トDVに関する啓発
活動を行う。

①大阪府が作成した啓発パンフレット
「知っていますか？デートDV」を人権女性
政策課前及び女性サポートステーションに
配架した。DVD「デートDVを知ってます
か」を貸出して啓発活動している。

②チラシの配布に留まったが、効果的な啓
発の進め方について、検討を進めることが
できた。

③引き続きより多くの方に周知できるよう
工夫する必要がある。

様々な機会を捉えて若
い世代にデートDVに
関する啓発活動を行
う。１１月の「女性に
対する暴力をなくす運
動」期間にDVDを流
して啓発活動する。

デートＤＶへの
正しい理解の啓
発に努めて頂き
たい。
大学生において
も、DVである
との認識不足が
まだ散見され
る。

人権女性政策課　
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母 子 保 健 事
業 な ど を 通
じたDV防止
の 啓 発 や 相
談の充実

妊産婦やその配偶者
に対し、母子健康手
帳の交付や乳児家庭
全戸訪問などの機会
に啓発や相談を進め
ます

引き続き、母子健
康手帳の交付時に
妊娠・出産に関す
る専門性の高い助
産師等による面接
を実施し、必要な
ケースに早期に支
援を開始する。ま
た、個別面談、家
庭訪問並びに健診
等をとおして啓発
に努める。

①母子健康手帳の交付時に、助産師等によ
る全数面接を実施し妊婦の状況把握に努め
た。平成30年度から「乳児家庭全戸訪問事
業」が子育て支援課から健康増進課に移管
された。地域の訪問員などが産後の状況を
お伺いし、啓発や相談に努めた。

②妊娠届出時のアンケートに被虐待歴やDV
を経験したことがあるかどうかを聞き取る
項目を追加。平成31年3月現在で、早期介
入が必要な妊婦（ハイリスク妊婦）でDVの
項目に当てはまったのは、143人中48人お
り、妊娠期からの状況把握及び早期介入が
できた。（妊娠期からの状況把握の件数
は、833件（妊娠届出）＋75件（転入妊
婦）＝908件（平成31年3月現在））

③引き続き助産師等による全数面接及び乳
児家庭全戸訪問事業から必要なケースには
早期に地区担当保健師の介入につなげる。

引き続き、母子健康手
帳の交付時に妊娠・出
産に関する専門性の高
い助産師等による面接
を実施し、必要なケー
スに早期に支援を開始
する。また、個別面
談、家庭訪問並びに健
診等をとおして啓発に
努める。

アンケートに新
規の内容が盛り
込まれ、早期介
入につながった
ことは評価でき
る。
その後の処置を
含め、引き続き
の事業の充実を
期待する。

健康増進課
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11 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

学 校 な ど に
お け る 人 権
教育の推進

児童・生徒に対し、
小・中学校において
暴力を許さない心を
育む人権教育を進め
ます

昨今の課題である
デートDVなどを含
め、子どもたちの
実態に応じた様々
な「暴力」を許さ
ない人権教育を推
進していく。

①平成31年1月9日（水）「男女共同参画
社会」についての学習会において、ＤＶや
デートDVについての講義を受けることがで
きた。

②「暴力」をはじめ。不適切な人間関係を
構築したり、認めたりしないことの大切さ
を学ぶことができた。

③今後も、各校において、「暴力」を許さ
ない人権教育を推進できるように、研修会
や学習会等を実施していく必要がある。

昨今の課題であるデー
トDVなどを含め、子
どもたちの実態に応じ
た様々な「暴力」を許
さない人権教育を推進
していく。

全校における定
期的な研修会、
学習会の実施の
徹底に尽力され
たい。
暴力に至ってし
まわない人間教
育の研究、教育
の充実を望む。

学校教育課
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医 療 ・ 保
健 ・ 福 祉 関
係 者 や 保 健
福 祉 施 設 、
地 域 団 体 な
ど に 対 す る
周知

医師会や保健福祉セ
ンター、門真市民生
委員児童委員協議
会、校区福祉委員会
などに対し、ＤＶを
はじめ児童虐待や高
齢者虐待、障がい者
虐待など、暴力被害
者を見逃さないよう
に、通報窓口や通報
方法などの周知を図
ります

関係課・関係団体
と連携し、当課所
管の門真市民生委
員児童委員協議
会、門真市社会福
祉協議会等の団
体、担い手に対す
る関連情報の提供
に努める。

【門真市民生委員児童委員協議会】
①定例会において、家庭児童相談センター
職員が講師となり、門真市における児童虐
待の状況に関する研修（参加者140人　男
女比不明）をおこなった。

②門真市における児童虐待の通報窓口や児
童虐待に関する周知が図れた。

③児童虐待以外の高齢者虐待等についての
情報提供が不十分である。

関係課・関係団体と連
携し、当課所管の門真
市民生委員児童委員協
議会、門真市社会福祉
協議会等の団体、担い
手に対する関連情報の
提供に努める。

高齢者虐待につ
いての情報把握
の改善を掲げて
いるのは評価さ
れる。
情報把握に尽力
されたい。

福祉政策課
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12 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

被 害 者 を 発
見 し や す い
立 場 に あ る
職 員 に 対 す
る情報提供

ＤVや虐待に対して
適切な対応ができる
ように、関係課の相
談窓口職員や教職員
などのスキルアップ
を図るため、情報を
収集し、提供します

大阪府等が開催す
るＤＶ等研修会の
庁内周知を図り、
職員及び相談員の
参加を促し、スキ
ルアップを図ると
ともに、庁内関係
課との情報共有の
機会を充実させる

①府が実施する研修などに本課職員を参加
させ、最新情報の収集に努めるとともに、
その内容を関係機関に報告し、情報の共有
にも努めた。また、30年11月2日に人事課
と協力し「DVと子ども虐待～トラウマの連
鎖を絶つために～」と題して新規採用職員
及び参加希望者の職員研修を実施し62名
（男30名、女32名、男女比5:5）の参加が
あった。

②庁内関係課との情報共有が進んだ。ま
た、研修によって職員のスキルアップにつ
ながった。

③継続して庁内関係課と情報共有に努める
とともに、職員がDV被害者へ適切な対応が
できるよう研修などを実施していく。

大阪府等が開催するＤ
Ｖ等研修会の庁内周知
を図り、職員及び相談
員の参加を促し、スキ
ルアップを図るととも
に、庁内関係課との情
報共有の機会を充実さ
せる

新規採用職員
に、研修の（実
質）必須化を
図ったのは評価
できる。
庁内のスムーズ
な情報共有を期
待する。

人権女性政策課　
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女 性 に 対 す
る 暴 力 表 現
を 含 む 屋 外
広 告 物 の な
い ま ち づ く
りの推進

女性に対する暴力表
現を含む屋外広告物
に対し、門真市美し
いまちづくり推進協
議会や地域団体と連
携し、指導、警告、
撤去活動を進めます

広報紙やホーム
ページへの周知と
ともに門真市美し
いまちづくり推進
協議会不法屋外広
告物対策部会及び
門真市違法屋外広
告物追放推進団体
による撤去活動の
推進に努めてい
く。

①門真市美しいまちづくり推進協議会の不
法屋外広告物対策部会において、奇数月に
京阪電鉄門真市駅及び古川橋駅周辺の不法
屋外広告物撤去活動と啓発活動（６月もし
くは１０月）を行っている（９月を除
く）。また、自治会や門真市シルバー人材
センターによる撤去活動及び門真市障がい
福祉を考える会への業務委託も行っている
（H30撤去件数　計104件）。

②街頭に掲示されている違法屋外広告物が
近年減少傾向にあり、まちの景観が向上し
てきている。

③違法屋外広告物がまちからなくなるよ
う、啓発・撤去活動をさらに推進していく
必要がある。

広報紙やホームペー
ジへの周知とともに門
真市美しいまちづく
り推進協議会不法屋
外広告物対策部会及
び門真市違法屋外広
告物追放推進団体に
よる撤去活動の推進
に努めていく。

撤去活動が隔月
に切り替えられ
た影響だけでは
ない撤去件数の
飛躍的な減少
（2751件→
104件）に、驚
愕であった。
改善点に挙げら
れた「違法屋外
広告物が町から
なくなる」とい
うことが実現す
るよう、活動の
継続に努めてい
ただきたい。

環境政策課
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13 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

2 安心して
相談でき
る体制を
充実する

相談窓口の
周知

広報紙をはじめホー
ムページやパンフ
レット、講座、母子
保健事業などさまざ
まな媒体や機会を通
じて、相談窓口の周
知を図ります

定期的に広報紙や
ホームぺージを中
心に、女性のため
の相談、人権相
談、人権擁護委員
による相談や関係
機関での専門分野
も含めた相談の周
知を図り相談体制
の充実をめざす

①各種相談事業について定期的に広報や市
HPに掲載し、市HPトップページの各種相
談のバナーから２クリックで情報にアクセ
スできよう工夫しているほか、女性サポー
トステーションセミナーの参加者には、毎
回口頭で相談窓口の案内をした。

②相談窓口の周知に加え、HPにおける相談
窓口情報に至るまでの手順を簡素化しアク
セスしやすくしている。

③引き続き効果的な周知方法などを検討し
ていく。

定期的に広報紙やホー
ムぺージを中心に、女
性のための相談、人権
相談、人権擁護委員に
よる相談や関係機関で
の専門分野も含めた相
談の周知を図り相談体
制の充実をめざす

前年度同様、地
道な活動の継続
に努めていただ
きたい。

人権女性政策課　
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相談窓口の
周知

広報紙をはじめホー
ムページやパンフ
レット、講座、母子
保健事業などさまざ
まな媒体や機会を通
じて、相談窓口の周
知を図ります

引き続き、乳幼児
健診時に相談窓口
の周知を図り、更
に家庭訪問などき
め細やかな個別支
援を継続すること
で適切な情報提供
に努める。

①乳幼児健診及び家庭訪問などにおいて対
象者からの相談に応じ、相談窓口の周知を
図った。

②保健師による訪問時等に支援中の母子な
どの相談対応ができた。

③引き続き乳幼児健診及び家庭訪問活動な
どをとおしてＤＶの周知を行い、更なる関
係機関との連携に努める。

引き続き、乳幼児健診
時に相談窓口の周知を
図り、更に家庭訪問な
どきめ細やかな個別支
援を継続することで適
切な情報提供に努め
る。また、H31年4月
から保健福祉センター
内に「門真市子育て世
代包括支援センターひ
よこテラス」の運営を
開始し、ワンストップ
で相談に応じる体制を
構築する。

「門真市子育て
世代包括支援セ
ンターひよこテ
ラス」の新規事
業 運 営 の 開 始
で、ワンストッ
プで相談に応じ
る体制ができた
ことは評価でき
る。
引き続き、支援
状況の把握に努
めていただきた
い。

健康増進課
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14 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

相 談 機 能 の
充 実 と 窓 口
の 連 携 の 強
化

DVなどの被害者が
抱える悩みや暴力に
対して適切に対応
し、被害者の心身の
ケアに努めるととも
に、相談機能の充実
と窓口の連携の強化
を図ります

人権相談や女性の
ための相談、人権
擁護委員による相
談の相談窓口等の
チラシをイベント
等で配布するとと
もに、引き続き庁
内関係課との連携
の充実を図る。

①各相談窓口の相談件数（延べ）
人権相談　　　　　372件
　女性330件（うちDV　152件）
　男性42件　（うちDV　　０件）
であり総相談件数が前年度の延べ277件から
95件増加した。
また、相談対応においても寄り添い相談が72件
（前年度から1６件増）、自宅等への出張相談
が5件（前年度から2件増）と、ともに増加し
た。
女性のための相談　176件
　夫婦間トラブル・離婚前相談・DV　85件
　親族間トラブル　27件
　その他（生きづらさ、近隣トラブル、知人ト
ラブ　ル、男女関係トラブル、生活不安、病気
不安、子育て他）64件
人権擁護委員の相談　５件（男女比不明）人権
擁護委員による人権相談では、市内10か所の福
祉施設や人権週間にあわせてルミエールホール
において出張相談を実施している。
　相談窓口の周知については12月の人権週間に
全戸配布している人権週間特集号の記事の一部
に人権擁護委員の紹介、「ドメスティック・バ
イオレンス」について取り上げ、相談窓口の周
知をおこなった。

②相談窓口の周知や関係機関との連携を深めた
ことで前年度と比較して相談件数が増加した。

③様々な問題をもったケースについて、実情に
合った対応ができるよう、さらなる連携体制を
強化する。

複合的な課題をもった
相談ケースが増加して
いるためさらなる関係
機関との連携を図る。

複合的な課題を
もった相談ケー
スが表出されて
きたことは、相
談窓口の充実の
表れであるとも
考えられる。迅
速な関係機関と
の連携構築を望
む。

人権女性政策課　
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警 察 や 医 療
機 関 、 大 阪
府 等 関 係 機
関 と の 連 携
の強化

DVなどの課題の解
決に向けた取り組み
を進めるために、警
察や医療機関、大阪
府等関係機関との連
携の強化に努めます

DV被害者とその家
族などの安全を確
保するため、引き
続き関係機関と連
携を図り、情報共
有の充実を図る等
体制強化に努め
る。

①人権相談と女性のための相談の相談員が
月１回定期的に情報交換会を行っている。
相談対応例について常々検討するととも
に、門真警察署や保健所、医療機関、大阪
府等の関係機関とも日頃から情報の共有を
図り連携を強化している。

②門真警察署、大阪府女性相談センターや
大阪府子ども家庭センターとの連携を図り
被害者とその家族の希望に沿った支援をす
ることができた。

③被害者救済のため、庁内の関係各課や関
係機関等と横断的な連携体制の更なる充実
を図り、情報の共有化に取り組む必要があ
る。

DV被害者とその家族
などの安全を確保する
ため、引き続き関係機
関と連携を図り、情報
共有の充実を図る等体
制強化に努める。

昨年度同様、連
携による支援が
できたことは評
価できる。
常日頃の情報共
有が非常時に結
果として現れる
と思われるの
で、連携の強化
に引き続き尽力
されたい。

人権女性政策課　
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15 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

子 ど も に 関
す る 相 談 体
制の充実

子どもに関する相談
を通じ、その家庭が
抱える問題につい
て、適切に対応し、
支援に努めます

様々な研修の機会
を活用して参加
し、相談員のスキ
ルアップを図り、
門真市こども家庭
総合支援拠点を設
置することで、相
談体制の充実を図
り、より一層の関
係機関等との連携
を強化しながら、
ケースに応じた支
援体制を構築する

①門真市こども家庭総合支援拠点の設置の
ため、相談員を１名増加し、相談体制の充
実を図った。各家庭が抱える様々な問題を
把握し、その問題に適切に対応するため、
スキルアップの研修へ参加するとともに、
関係機関等との連携強化に努めた。また、
中央子ども家庭センターへの研修を実施
し、子ども家庭センターが担う役割や業務
について学ぶことで、相互の連携強化を図
ることができた。児童福祉に精通した弁護
士を継続して配置し、指導、助言のもと、
ケース対応を行った。
・相談員人数　9名（管理職除く）
　男２名　女７名
・スキルアップ研修テーマ
　児童虐待に関する支援及び指導に対する
　さまざまな対応方法について
　研修回数　　２7回

②年度当初に小中学校をはじめとした各所
属先へうかがい、児童虐待についての説明
を実施することで関係機関との連携強化を
図ることができた。また、様々な専門職等
を配置することで、毎年増加する児童虐待
をはじめとした多様な相談に対応し、重層
的な支援を実施することができた。

③様々な事案をうけ、児童虐待通告を含め
た相談件数は年々増加傾向にあり、その相
談の内容も多様化している。国通知におい
ても相談体制の充実が必要とされており、
相談員の増員と資質の向上に今後も務める
必要がある。

様々な研修の機会を活
用して参加し、相談員
のスキルアップを図
る。門真市こども家庭
総合支援拠点と子育て
世代包括支援センター
との連携に取り組み、
子どもに係る相談体制
の充実に努める。より
一層の関係機関等との
連携を強化しながら、
ケースに応じた支援体
制を構築する。

門真市こども家
庭総合支援拠点
と子育て世代包
括支援センター
との連携に取り
組み、ケースに
応じた支援がで
きるよう、機関
のスムーズな連
携を望む。
スキルアップ研
修の回数が
30％ほど増え
ており、スキル
の向上に努めて
いることは評価
される。

子育て支援課
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16 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

高齢者や障
がいのある
人、外国人
などの相談
対応の充実

関係機関と連携し、
高齢者や障がいのあ
る人、外国人などの
相談対応に努めます

庁内関係各課担当
者や大阪府等関係
機関との連携強化
を進め相談対応の
充実を図る

①迅速に相談対応できるよう関係課や関係
機関との連携を進めた。

②庁内及び関係機関との連携により、相談
者の立場・状況に合った対応ができた。

③外国籍の相談者に対しては、大阪府のト
リオフォンが活用できる旨、庁内周知に努
める。

関係機関と連携し、高
齢者や障がいのある
人、外国人などの相談
対応に努めます

前年来の取り組
みが実効性を上
げており、引き
続き、庁内外と
の連携を密にし
て利用者の利便
性に配慮のある
施策の実行を望
む。

人権女性政策課　
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高齢者や障
がいのある
人、外国人
などの相談
対応の充実

関係機関と連携し、
高齢者や障がいのあ
る人、外国人などの
相談対応に努めます

２９年度に策定し
た第５期障がい福
祉計画・第１期障
がい児福祉計画に
基づき、３０年度
開設予定の地域生
活支援拠点及び障
がい者基幹相談支
援センターを中核
として、障がいの
ある人の各種相談
支援事業所及び関
係機関と連携して
継続的に障がいの
ある人や外国人の
方からの相談に対
応し、地域で安心
した生活が送れる
よう支援する。
また、「障害者差
別解消法」に関す
る相談の対応、充
実に継続的に取り
組む。

①障がい者基幹相談支援センターを中核と
して、市内2カ所の委託障がい者相談支援事
業所及び市内外の指定特定相談支援事業所
など、関係機関と連携し、障がいのある人
や外国人等からの相談に対して問題解決に
向け取り組んだ。また、「障害者差別解消
法」に関する相談にも対応できるよう、引
き続き庁内への周知及び新規採用職員向け
研修を実施するとともに、関係機関との連
携を図り相談体制を充実させた。

②関係機関と会議・連絡等を通じて連携を
図り、スムーズな問題解決ができるよう取
り組めた。また障がい者基幹相談支援セン
ターを中核とするネットワークによる相談
支援体制を強化できた。

③今後も障がい者基幹相談支援センターを
中核とした相談支援体制のネットワークの
さらなる強化に取り組む。

第５期障がい福祉計
画・第１期障がい児福
祉計画に基づき、31
年４月に開設した地域
生活支援拠点で実施す
る24時間365日の相
談体制と、拠点内に移
転する障がい者基幹相
談支援センターを中核
として、障がいのある
人の各種相談支援事業
所及び関係機関と連携
して継続的に障がいの
ある人や外国人の方か
らの相談に対応し、地
域で安心した生活が送
れるよう支援する。
また、「障害者虐待防
止法」及び「障害者差
別解消法」に関する相
談の対応、充実にも継
続的に取り組む。

31年開設の新
拠点の24時間
365日の相談体
制が軌道に乗る
こと及び拠点を
移した支援セン
ターが充実する
ことで、高齢
者・障がい者・
外国人などの相
談体制と実際の
利便性の確保を
進められたい。
同時に、関係各
所との連携も深
化・充実を望
む。

障がい福祉課　
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17 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

高齢者や障
がいのある
人、外国人
などの相談
対応の充実

関係機関と連携し、
高齢者や障がいのあ
る人、外国人などの
相談対応に努めます

関係機関との連携
を図り、引き続き
相談体制の強化に
努める。

①地域包括支援センターを始め、窓口対応
時、相談内容を把握し、必要な支援につな
げた。また関係機関と会議等を開催し連携
強化を図った。
　
②関係機関との連携を図り、相談に対して
適切な対応を取ることができた。
　
③関係機関との連携体制の強化及び相談対
応職員の能力向上を図る必要がある。

関係機関との連携体制
の強化、職員の能力向
上を図り、引き続き相
談体制の強化に努め
る。

一昨年来の多言
語対応体制が利
用者にとってよ
り利用しやすく
実効性のあるも
のであることを
チェックしなが
ら、引き続き、
相談体制を拡充
されることを期
待する。

高齢福祉課
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職員研修の
充実

職員に対し、ＤＶや
虐待に関する理解を
深めるとともに、不
適切な対応による二
次的被害を防止する
ため、研修を充実し
ます

啓発事業において
人事課と連携し、
様々な暴力等の問
題について、研修
に取り組むととも
に各課におけるＯ
ＪＴでも取り組め
るよう庁内へ発信
する。
また、国・府等関
係機関が実施する
研修に職員が参加
できるよう情報提
供を行う。

①府が実施する「ＤＶ被害者の地域支援者
養成講座（初任者向け基礎講座）」に本課
職員を参加させ、最新情報の収集に努める
とともに、その内容を関係機関に報告し、
情報の共有に努めた。また、30年11月2日
に人事課と協力し「DVと子ども虐待～トラ
ウマの連鎖を絶つために～」と題して職員
研修を実施した。

②人事課と協力して実施した職員研修は62
名（男30名、女32名、男女比5：5）の参
加があり好評だった。

③ＤＶや虐待に関する理解が更に深まるよ
う職員研修を継続する。

啓発事業において人事
課と連携し、様々な暴
力等の問題について、
研修に取り組むととも
に各課におけるＯＪＴ
でも取り組めるよう庁
内へ発信する。
また、国・府等関係機
関が実施する研修に職
員が参加できるよう情
報提供を行う。

他機関の研修参
加だけでなく、
庁内での研修も
継続的かつ新規
性も入れて実現
され、職員啓発
はさらに進んで
いると感じた。
他方で、ＤＶ等
は時代ごとにあ
り方を変更する
ことから、その
潮流も意識した
研修活動を望
む。

人権女性政策課　
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18 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

職員研修の
充実

職員に対し、ＤＶや
虐待に関する理解を
深めるとともに、不
適切な対応による二
次的被害を防止する
ため、研修を充実し
ます

人権意識の向上は
研修の重点項目と
位置付けており、
引き続き研修を実
施し、また、派遣
研修の内容は、関
係部署等に積極的
に情報提供してい
く

①人権意識の向上を図るため、全職員が５
年間で１度は受講する必須研修と位置づ
け、研修を実施しているところではある。
平成30年度は、人権問題研修とは別にＤＶ
をテーマとする研修を実施した。
テーマ：犯罪被害者支援（8/22開催　男性
16名女性10名　男：女　 8：5）、
インターネットと人権（9/３開催　男性16
名女性7名　男：女　16：7）、
子どもの虐待（9/7開催　男性10名女性
18名　男：女　5：9）、
ＤＶと子どもの虐待（11/2　男性30名女
性32名　男：女　15：16）

②継続して研修を実施することより、人権
意識の向上は図れており、平成29年度に引
き続いてＤＶの内容を含めた研修を実施で
きた。受講者には学んだことを職場で共有
を図り業務等に活かしてもらっており、引
き続き、派遣研修も含めて、研修を実施し
ていく。

③今後、男女共同参画プランの基本理念を
踏まえ、研修を実施していく。

人権意識の向上は研修
の重点項目と位置付け
ており、引き続き研修
を実施しする。また、
派遣研修については、
関係部署等に積極的に
情報提供していく

36と同旨の意
見であるが、継
続的に、現時点
の問題を取り上
げた研修を行わ
れており、引き
続き、研修活動
の充実に期待す
る。

人事課

37

3 被害者に
対する支
援体制を
整える

大阪府等関
係機関との
連携による
一時保護の
推進

DV被害者とその家
族などの安全を確保
するため、大阪府等
関係機関と連携し、
適切な一時保護に努
めます

警察署や大阪府等
関係機関との連携
強化を図り被害者
支援に努める

①人権女性政策課が一時保護した件数は２
件であった。（人権相談１件、女性相談１
件）

②大阪府等関係機関と調整し、一時保護施
設で被害者の自立に向けた生活支援等が行
えた。

③一時保護以外の手段についても研究し、
DV被害者の選択肢が増えるよう情報収集な
どに努める。

警察署や大阪府等関係
機関との連携強化を図
り被害者支援に努める

一時保護に対す
る利用者の意識
が時代によって
変遷する中、実
際の利用例も存
在したことか
ら、行政として
の適切な関与を
意識した実際の
運用を期待す
る。

人権女性政策課　

38

19 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

被 害 者 の 状
況 に 対 応 し
た 支 援 の 充
実

DV被害者の生活な
どについて、庁内で
連携し状況に対応し
た支援に努めます

ＤＶ被害者の主体
的な判断による意
思決定に基づき、
庁内関係各課担当
者と連携強化を図
り充実した支援を
行う

①DVに関する相談は延べ214件（女性のた
めの相談延べ62 件・人権相談延べ15２
件)で、庁内関係各課と支援検討会議を人権
相談７回実施した。また大阪府家庭支援課
や保健所が主催する研修会に参加すること
で個別ケースの学習や庁内以外の関係機関
との関係づくりに取り組んだ。

②DV被害者の相談内容を十分に聞き取り、
本人の意思を把握の上、本人の意思決定に
よる援助ができている。

③関係機関との連携を進め、被害者の生活
安定に向けた支援に努める。

ＤＶ被害者の主体的な
判断による意思決定に
基づき、庁内関係各課
担当者と連携強化を図
り充実した支援を行う

「人権相談」と
共に女性サポー
トステーション
WESSで実施さ
れている「女性
のための相談」
が市民にもっと
活用され、今後
も引き続き、
DV被害者への
充実した支援が
行われるよう期
待する。

人権女性政策課　

39

被 害 者 の 状
況 に 対 応 し
た 支 援 の 充
実

DV被害者の生活な
どについて、庁内で
連携し状況に対応し
た支援に努めます

住民基本台帳事務
に基づく支援措置
の実施に際し、関
係各部署に情報提
供・調整等を行う
ことにより連携の
充実を図り、適切
に情報を管理する
よう努める。

①「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び
住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の
写しの交付におけるドメスティック・バイ
オレンス及びストーカー行為等の被害者の
保護のための門真市措置要領」に基づき支
援措置を実施した。

②相談機関及び他の市町村との連携によ
り、ＤＶ被害者に対する支援措置の実施に
努めた。

③関係各部局との連携及び情報管理の更な
る強化を図り、適切な管理体制のもとでＤ
Ｖ等の被害者が安心して生活できるように
努める。

住民基本台帳事務等に
基づく支援措置の実施
に際し、関係各部局と
の情報共有等について
更なる強化を図り、ま
た情報管理についても
強化に努める。

関係する部課・
機関などと連携
し、DV被害者
支援の一層の充
実を図られた
い。

市民課

40

20 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

被 害 者 の 状
況 に 対 応 し
た 支 援 の 充
実

DV被害者の生活な
どについて、庁内で
連携し状況に対応し
た支援に努めます

相談体制の充実を
図り、門真市こど
も家庭総合支援拠
点の設置し、関係
機関等とのさらな
る連携強化に努め
る。

①被害者の安全確認及び安全確保に努め、
関係機関等と情報共有・連携を行ないなが
ら、安全な出産及び子育てができるよう支
援を行った。また、状況に応じて、母子生
活支援施設入所等必要な支援に向けての調
整を行った。
　
②被害者の話を十分に傾聴し、意思を確認
するとともに、関係機関等と連携しなが
ら、情報共有を行うことで、被害者のエン
パワーメントにつながった。

③ＤＶの特性を理解しながら、関係機関等
と連携し情報把握のうえ、被害者の安全確
保に努める。

関係各課とも連携を図
りながら被害者の安全
な生活確保に努める。
関係機関とのさらなる
連携強化に努める。

女性サポートス
テーション
WESSをはじめ
とした関係する
部課・機関など
と連携し、DV
被害者支援の一
層の充実を図ら
れたい。

子育て支援課

41

被 害 者 の 状
況 に 対 応 し
た 支 援 の 充
実

DV被害者の生活な
どについて、庁内で
連携し状況に対応し
た支援に努めます

DV被害者（生活保
護受給者）の生活
について、庁内各
課及びその他関係
機関（女性相談セ
ンター、介護施設
等)との連携を行
い、状況に応じた
支援に努める。

①庁内各課及びその他関係機関からの連絡
や生活保護相談窓口に直接相談に来所した
ＤＶ被害者（生活保護受給者）に対して関
係機関との連絡・調整を速やかに行い対応
した。

②関係機関との連絡・調整を速やかに行う
ことにより、ＤＶ被害者（生活保護受給
者）への支援の充実が図れた。

③庁内各課及び関係機関との連携をこれま
で以上に綿密に行う。

DV被害者（生活保護
受給者）の生活につい
て、庁内各課及びその
他関係機関（女性相談
センター、介護施設
等)との連携を行い、
状況に応じた支援に努
める。

引き続き、女性
サポートステー
ションWESSを
はじめとした関
係する部課・機
関などと連携
し、DV被害者
支援の一層の充
実を図られた
い。

保護総務課・保護課

42

関 係 機 関 と
の 連 携 に よ
る 就 労 支 援
の推進

就労に必要な技能、
資格取得のための職
業訓練機会などの情
報提供を行うととも
に、ハローワークな
ど関係機関との連携
による就労支援を進
めます

職業訓練等の情報
提供とともに、ハ
ローワークや府・
庁内関係各課との
連携強化を図り、
ひとりでも多くの
就職困難者が就労
できるように努め
る。

①国や大阪府等からの技術向上・資格取得
のための職業訓練等のチラシ・パンフレッ
トを市施設内に設置し、就労相談・セミ
ナー等の周知に努めた。また、就労相談に
来られた方を生活困窮者支援制度への誘導
する等の庁内での連携を実施した。

②ハローワークや府と情報提供や就職説明
会などで連携でき、また庁内関係各課とも
連携ができた。

③一層庁内関係各課との連携を強化し、就
労相談・支援の充実に努める。

職業訓練等の情報提供
とともに、ハローワー
クや府・庁内関係各課
との連携強化を図り、
ひとりでも多くの就職
困難者が就労できるよ
うに努める。

生活困窮者自立
支援制度等によ
る支援体制の強
化を図られた
い。

産業振興課

43

21 基本目標①



平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標①：誰もが認め合い、共感できる男女共同参画を進めましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成31年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

被 害 者 の 子
ど も の 心 身
の ケ ア 体 制
の充実

子どもが安心して生
活ができるように、
大阪府等関係機関と
の連携を図ります

相談体制の充実を
図り、門真市こど
も家庭総合拠点を
設置し、関係各課
及び関係機関との
さらなる連携強化
に努める。

①子どもの安全確保を最優先に行い、関係
機関や関係各課との連携に努めるととも
に、支援を行った。また、関係機関と連携
し、母子生活支援施設等入所が必要な場合
はその調整を行うとともに支援体制の構築
に努めた。
　
②被害者の話を傾聴し、意思を確認しなが
ら、情報提供を行った。また、関係機関と
連携し、子どもの安心安全な環境確保に努
めた。

③ＤＶの特性を理解しながら、関係機関と
連携しつつ、子どもの安全やケアに努める
ことで児童の健全育成の環境整備を行う。

門真市こども家庭総合
拠点の機能を強化し、
関係各課及び関係機関
とのさらなる連携強化
に努める。

各種団体及び関
係各課などと連
携し、要保護児
童などにきめ細
かな支援の充実
を期待する。

子育て支援課

44

22 基本目標①



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３0年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

1 1 審議会等
委員への
女性の参
画の促進
する

市政に対す
る関心の喚
起

女性の意見を政策に
反映する大切さや、
女性が市政やまちづ
くりに関心を持つよ
う、広報紙などを活
用して啓発を進めま
す。また、審議会等
委員への女性の参画
率などの情報を提供
するなど、市民にわ
かりやすい市政の推
進に努めます

女性の意見を政策
に反映することの
大切さを、広報か
どまやホームペー
ジで啓発するとと
もに、庁内関係課
と連携し積極的に
審議会等委員への
女性の登用を進め
る

①「第２次かどま男女共同参画プラン」及
び推進状況を市ホームページに掲載し、市
政への女性の参画の重要性等や審議会等委
員への女性の登用率を情報提供した。

②女性の意見を政策に反映することの大切
さをHPで啓発できた。
　
③庁内関係課に対し、審議会等委員の女性
登用の啓発に努めるとともに、市ホーム
ページなどで審議会等への女性委員の登用
率について情報提供の充実を図る。

女性の意見を政策に反
映することの大切さ
を、広報かどまやホー
ムページで啓発すると
ともに、庁内関係課と
連携し積極的に審議会
等委員への女性の登用
を進める

内閣府をはじめ
とした国の取組
や制度等も紹介
し、門真市に限
らず全国的な取
組であることも
市民に知ってい
ただく必要があ
ると考えてい
る。女性の意見
を政策に反映す
ることの大切さ
をさらに伝えて
いただきたい。

人権女性政策課

45

審 議 会 等 委
員 へ の 女 性
の参画促進

市の政策・方針決定
や施策立案の場であ
る審議会や委員会へ
の女性委員の参画目
標を設定し、参画を
促進するとともに、
女性委員のいない審
議会などの解消をめ
ざします

審議会等委員の女
性の登用率の情報
提供に努めなが
ら、庁内関係課と
連携し、女性委員
の登用に向けた取
り組みを進める

①地方自治法第202条の３に基づく審議会
等の女性登用率は26.2％（H29：
30.0％）で減少し、女性委員のいない審議
会等も引き続きあったが、女性のみの審議
会はなかった。
　
②「第２次男女共同参画プラン」では女性
委員の割合30％、女性委員のいない審議会
の解消を図ることを目標に明記しており、
庁内での認識度は向上している。

③引き続き、審議会等へ女性委員の登用を
積極的に促進する。

審議会や委員会におい
て多様な意見を反映す
るためには、男女偏り
のない委員の登用が重
要であることを庁内関
係各課に周知するとと
もに、比率の低い女性
委員の登用に向けた取
り組みを促進する。

庁内での認識度
をさらに向上さ
せ、引き続き、
審議会等への女
性委員登用を促
進していただき
たい。

人権女性政策課

46

人材の把握
と活用

審議会等委員の女性
の参画を促進するた
め、各種団体の女性
リーダーなど、人材
の把握と活用を促進
します

各種団体の所管課
である庁内関係各
課と連携し、女性
の参画の充実を図
る取り組みを進め
る

①商工会議所と情報交換の場を設け、地域
活動の中で活躍する女性の把握に努めると
ともに、女性起業家の養成方法について検
討した。

②民間団体の実情把握について、正確な情
報収集はできていない。

③審議会等委員に参画できる女性リーダー
の人材把握、人材育成について更に取り組
みを進める。

各種団体の所管課であ
る庁内関係各課と連携
し、女性の参画の充実
を図る取り組みを進め
る

商工会議所等と
の連携は、地域
で活躍する女性
や女性起業家の
情報把握に有効
であると考えら
れる。今後は、
女性リーダーを
養成する事業に
も積極的に取り
組んでいただき
たい。

人権女性政策課

47

方針 施策

政
策
・
方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参
画
の
促
進

23 基本目標②



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３0年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

民 間 団 体 に
お け る 女 性
の 参 画 の 拡
大

商工会議所などの団
体における方針決定
過程への女性の参画
を働きかけます

各種団体に、女性
の参画の充実を図
るよう働きかけて
いく。
また、守口門真商
工会議所女性会に
協力をいただいて
「女性のための起
業セミナー」を開
催する。

①守口門真商工会議所女性会に協力いただ
き「女性のための起業セミナー」６回講座
を開催した。講師は守口門真商工会議所、
女性起業家、日本政策金融公庫、税務署。
参加者数は延べ87名となった。※5/26
（土）24名、6/6（水）13名、７/4
（水）18名、9/5（水）12名、10/3
（水）９名、11/7（水）11名

②本講座を受講後、起業した方（ひとり親
障がい者就労、子供の英会話教室等）がお
り、また起業を予定している方もいる。商
工会議所に加入された方もおり、本事業が
女性の参画の拡大につながった。

③連続講座の実施は初めてであったが、回
を重ねる毎に参加者が減少しており、開催
回数や内容を検討する必要がある。

各種団体に、女性の参
画の充実を図るよう働
きかけていく。
また、「女性のための
起業セミナー」を継続
して実施する。
※R1.5.25（土）開
催・参加者数15名

今後も「女性の
ための起業セミ
ナー」開催を継
続し、小規模で
あっても女性の
視点で地域課題
の解決につなげ
る企業が一つで
も多く生まれる
ことを期待す
る。

人権女性政策課

48

地 域 活 動 に
お け る 女 性
の 参 画 の 拡
大

ＰＴＡや自治会など
の各種団体の代表や
役員への女性の参画
を働きかけます

各種団体に、女性
の参画の充実を図
るよう働きかける
とともに、関係課
と連携し地域団体
にも啓発を行う

①男女共同参画に関する啓発事業への参加
を各種団体に呼びかけ女性の参画の重要性
について啓発するとともに、女性の活躍を
支援する女性サポートステーションを周知
した。

②「あなたの中の男と女」をテーマに開催
した男女共同参画講演会では６７名（男女
比未把握）の参加があった。
また、「ワーク・ライフ・バランスの『想
定外』を『想定内』に～『人生100年時
代』を生きる～」をテーマに開催したワー
ク・ライフ・バランス講座では57名（男性
24名・女性33名）の参加があった。

③地域活動における女性参画についての情
報収集に努めるとともに、団体等の会議の
場などに赴き、周知・啓発ができるよう関
係づくりを進める。

各種団体に、女性の参
画の充実を図るよう働
きかけるとともに、関
係課と連携し地域団体
にも啓発を行う

引き続き地域で
様々な活動に取
り組んでいる女
性や女性団体の
把握し、それら
の団体に新たな
女性が参画でき
るよう、広報に
も努めていただ
きたい。

人権女性政策課

49

24 基本目標②



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３0年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

2 女性職
員・女性
教職員の
登用を促
進する

職 員 研 修 の
充 実 と 男 女
共 同 参 画 の
視 点 に 立 っ
た 職 務 配 置
の推進

市の政策・方針決定
過程への女性の参画
及び女性職員の管理
職への登用を積極的
に進めます。女性職
員のモチベーション
を高め、どの職階に
おいても男女の差な
く活躍できるよう
に、女性職員の職域
拡大、職務経験を通
じた積極的なキャリ
ア形成を支援するほ
か、職員研修の充実
を図ります

門真市における女
性職員の活躍の推
進に関する特定事
業主行動計画（第
１期）に基づき、
女性の管理職登用
を実施していく。

①平成３０年４月１日現在の女性管理職
（課長補佐級以上）は５０人であり、管理
職全体の2６％であった。
　
②平成2９年４月１日と比べ、女性管理職の
割合は、前年度を上回った。

③今後も、積極的な女性職員の登用を実施
していくとともに、職員へ意識啓発をして
いく。

門真市における女性職
員の活躍の推進に関す
る特定事業主行動計画
（第１期）に基づき、
女性の管理職登用を実
施していく。

今後とも女性職
員の管理職登用
を促進すると同
時に、管理職を
志さない女性職
員の背景にある
問題解決にも取
り組んでいただ
きたい。

人事課

50

小 ・ 中 学 校
に お け る 女
性 管 理 職 の
任用

女性教職員の管理職
任用を働きかけ、学
校運営への男女共同
参画を図ります

女性教職員の管理
職任用をさらに積
極的に推進してい
く。

①市内小・中学校20校40名の管理職のう
ち、14名が女性である。

②女性管理職の登用率が平成2９年度よりも
増加した。（平成2９年度…32.5%、
平成30年度…35％）

③女性教職員の管理職登用を今後も積極的
に進めていく。

女性教職員の管理職任
用をさらに積極的に推
進していく。

今後とも女性教
職員の管理職登
用を促進すると
同時に、教員の
働き方改革の視
点も踏まえ、管
理職を志さない
女性教職員の背
景にある問題解
決にも取り組ん
でいただきた
い。

学校教育課

51

25 基本目標②



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３0年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

2 1 地域のさ
まざまな
活動に対
する男女
共同参画
を促進す
る

高 齢 者 の 地
域 に お け る
活動の促進

退職後の男性などの
高齢者がボランティ
アなどに参加しやす
いように、門真市シ
ルバー人材センター
や老人クラブ連合会
などを通じて、身近
な地域でのボラン
ティア体験や活動な
どができる体制づく
りに努めます

高齢者の希望と能
力に応じ、適当な
仕事に従事する機
会や地域活動の機
会の増大を図り、
もって高齢者の福
祉の増進に寄与す
るため、引き続き
高齢者の雇用・地
域活動の促進を図
る。

①高齢者の健康維持・増進のため、歩こう
よ・歩こうね事業について門真市老人クラ
ブ連合会と協力し、事業の周知を進めた。
参加者のモチベーションアップのため、成
績優秀者に対し表彰を行うとともに、目標
達成者に参加賞を贈った。
参加者数　809人
男女比　男性：女性＝４：６
②高齢者の閉じこもりや介護予防のために
運動習慣を身につけ、健康の維持・推進を
図ることができた。
③参加者が減っていく中、参加者を増やす
ような周知方法を検討していく。

高齢者の中でも若手の
参加者が減っていく
中、老人クラブと連携
し事業の周知を行い、
参加者の増加に努め
る。

アクティブシニ
アと身体的理由
で社会参画が困
難な高齢者の双
方を想定し、前
者には具体的な
地域活動への参
加を呼びかけ、
後者には孤立し
ないための支援
を継続していた
だきたい。

高齢福祉課

52

ボランティ
ア活動の促
進

男女がともに地域活
動に参加できるよう
に、ボランティア講
座やボランティア
フェスティバルの開
催などを支援し、活
動の周知・啓発を図
ります

ボランティア活動
を推進している門
真市社会福祉協議
会と連携しボラン
ティア機能の強化
を図っていく。

①社会福祉協議会において開催するボラン
ティア講座やボランティアフェステバル等
の活動の支援を実施。

②社会福祉協議会との連携を行いボラン
ティア活動の支援に努めた。

③社会福祉協議会のボランティア機能を充
実していくよう今後も引き続き支援を実施
する。

ボランティア活動を推
進している門真市社会
福祉協議会がより地域
のボランティアの活性
化を図れるよう支援し
ていく。

性別に捉われな
い、かつ、世代
間交流の促進に
もつながるボラ
ンティア活動を
開拓し、その活
動の周知を図っ
ていただきた
い。

福祉政策課

53

男女がともに地域活
動に参加できるよう
に、ボランティア講
座やボランティア
フェスティバルの開
催などを支援し、活
動の周知・啓発を図
ります

年間を通じて活動
できるよう、引き
続き、市民ボラン
ティアの確保・ボ
ランティア活動時
間の増加を図ると
ともに、登録者が
意欲を維持しなが
ら、ボランティア
活動を継続できる
よう支援に努め
る。

①ボランティアポイントについては、実施
主体である法人が中心となり、事業の周知
に努めた。

②受入機関数及び登録人数が微減している
ものの、継続的に活動されている受入機関
もあることから、普遍的な事業の実施がで
きていると考えられる。(ボランティア受け
入れ期間は平成27年10月1日より制度が開
始されています。登録者は主に団体で登録
いただく際、団体代表者の性別までは確認
していないため、具体的にはわからない
が、大まかに男女半々であるとの事で
す。）

③新規の登録者を増やすとともに、登録者
が意欲を維持しながら、活動時間を増やし
ていくため、今後も引き続き啓発活動に努
める。

既にボランティア活動
に関わっている市民だ
けに限らず、これまで
ボランティア活動に携
わったことがない市民
を本事業を通じてボラ
ンティア活動に関わっ
ていただくためのきっ
かけ作り及びその後の
継続的したボランティ
ア活動に繋げるため
に、引き続きボラン
ティアをしたい個人及
び団体を募るための啓
発活動を行う。

退職者等ボラン
ティア活動に多
くの時間を割く
ことができる市
民のみではな
く、介護や子育
て、就労してい
る市民も可能な
範囲で緩やかに
ボランティア活
動に携われる方
法も情報提供し
ていただきた
い。

地域政策課

54

地
域
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
促
進

26 基本目標②



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３0年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

男女がともに地域活
動に参加できるよう
に、ボランティア講
座やボランティア
フェスティバルの開
催などを支援し、活
動の周知・啓発を図
ります

チラシや広報かど
まへの掲載等を通
して、より一層、
事業の周知を図る
とともに、ボラン
ティア関連団体等
との連携や定期的
なボランティア情
報の発信に努め、
登録者の活躍の場
の拡充に繋げる。

①協働によるまちづくり人材バンクについ
ては、より市民が利用しやすい運営を図
り、登録者との調整を行ったことから、登
録者数は平成31年３日１日時点で、延べ
26人である。

②実績等の把握及びより活用しやすい制度
とするために、登録要件、登録の有効期
間、公開内容、利用方法等の見直しを行い
運用したことから、登録・利用の促進を図
るための整備に努めたと考えられる。（人
材バンク男女比は個人登録　男性：6人　女
性：7人。団体登録14団体中8人）

③登録者・利用者にとってよりわかりやす
い制度にするための周知に努めるととも
に、ボランティア関連団体等とも連携・情
報共有を進め、登録・利用の促進に努め
る。

チラシや広報かどまへ
の掲載等を通して、よ
り一層、事業の周知を
図るとともに、ボラン
ティア関連団体等との
連携や定期的なボラン
ティア情報の発信に努
め、登録者の活躍の場
の拡充に繋げる。

退職者等ボラン
ティア活動に多
くの時間を割く
ことができる市
民のみではな
く、介護や子育
て、就労してい
る市民も可能な
範囲で緩やかに
ボランティア活
動に携われる方
法も情報提供
し、新規の人材
バンク登録を呼
びかけていただ
きたい。

地域政策課

55

防 犯 ・ 防 災
活 動 に 対 す
る 男 女 共 同
参画の促進

安全で安心なまちづ
くりや防災活動・災
害非常時などにおけ
る男女共同参画の促
進を図ります

特殊詐欺等の被害
防止のため、啓発
イベント等を通じ
た防犯・防災意識
の高揚を狙い、ま
た、さらなる参加
者、来場者の増加
を目指す。

①平成30年度では、出前講座を24回開催
した。

②門真警察署調べでは、特殊詐欺の既遂件
数が平成29年度では28件であったが、平
成30年度では、43件と前年度より増加し
た。また、特殊詐欺の中では、オレオレ詐
欺が72％を占めている。大阪府警察調べで
は、特殊詐欺男女別既遂件数が、女性7９％
となっている。

➂女性に対し、特殊詐欺についてより一層
の周知を行う。

31年度は出前講座の
開催回数をさらに増加
し、女性が特殊詐欺の
手口に騙されないよ
う、周知、啓発を行
う。

今後とも、被害
防止につながる
具体的な周知や
啓発を継続して
いただきたい。

文化・自治振興課　

56

27 基本目標②



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３0年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

防 犯 ・ 防 災
活 動 に 対 す
る 男 女 共 同
参画の促進

安全で安心なまちづ
くりや防災活動・災
害非常時などにおけ
る男女共同参画の促
進を図ります

引き続き、関係機
関と連携しなが
ら、防災講話や防
災訓練などを通じ
て、災害時の男女
共同参画に対する
意識の向上を図
る。

①災害時における男女のニーズの違いや、
避難所運営等には女性の参画が不可欠であ
ることなどの啓発を、防災講話などを通じ
て市民に対して実施した。また、避難所従
事者職員に対し、外部講師から避難所運営
において期待される男女の役割の違いにつ
いても研修を実施した。

②各種災害が発生するなか、市として防災
意識の向上が感じられ、以前より防災講話
等に参加する女性の割合が増加したように
感じられる。(防災講話参加者：市主催で実
施しているものではないため不明。
避難所従事者職員研修：52：3
避難所従事者職員は男性のみであり研修受
講者は広く募ったため女性も参加している
ものです。）

③幅広く災害時の男女共同参画に対する意
識の向上を図っていくため、参加者の規模
が大きな防災講話などが実施されることが
必要である。

引き続き、防災講話や
防災訓練等を通じ、関
係機関と連携しなが
ら、災害時の男女共同
参画に対する意識の向
上を図っていく。

市民の防災意識
が向上している
時機を活かし、
今後とも、ハ
ザードマップの
周知徹底や災害
時における男女
におけるニーズ
の違い等の周知
を図っていただ
きたい。

危機管理課

57

28 基本目標②



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３0年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

地 域 に お け
る 子 育 て 支
援 活 動 な ど
に 対 す る 男
女 共 同 参 画
の促進

子育て家庭が地域で
孤立しないように、
また、親子が安心し
ていきいきと生活が
できるように、子ど
もの育ちや子育てを
支援する活動に対
し、男女共同参画を
促進します

地域子育て支援事
業や子育て応援
ポータルサイトに
おいて、引き続き
父親の育児参加等
の啓発を行うこと
で、男女共同参画
を促進する。

①地域子育て支援拠点事業においては、ク
リスマス会で父親にサンタクロースになっ
てもらう等イベントへの参画を呼びかけ、
育児に関わるきっかけづくりを行った。ま
た、ポータルサイトにおいては、各所属に
イベント情報等の掲載権限を付与し、父親
の育児参加を目的としたイベントの実施情
報等も掲載した。

②イベントにおいては、父親をイベント実
施に巻き込むことにより、子どもとの関わ
り方について学んでいただき、育児参画の
啓発に繋がった。ポータルサイトにおいて
は、子育て支援に関する情報発信をするこ
とができた。

③市ホームページ及び子育て応援ポータル
サイトなどにおいて、引き続き子育て支援
に関する情報を発信等を行っていく必要が
ある。

市ホームページ及び子
育て応援ポータルサイ
トにおいて、引き続き
父親の育児参加等の啓
発を行うことで、男女
共同参画を促進する。

ワンストップの
情報提供となる
子育て応援ポー
タルサイトの提
供情報を、さら
に充実させてい
ただきたい。

子育て支援課

58

地 域 に お け
る 子 育 て 支
援 活 動 な ど
に 対 す る 男
女 共 同 参 画
の促進

子育て家庭が地域で
孤立しないように、
また、親子が安心し
ていきいきと生活が
できるように、子ど
もの育ちや子育てを
支援する活動に対
し、男女共同参画を
促進します

継続して開講し、
講座としての内容
の充実を図ってい
く。

①・乳幼児と保護者を対象に、「親子で音
楽ふれあい講座くまのこクラブ」を開催。
（参加：228人）
・乳幼児から18歳を対象に、「ココロに音
楽、ココロのおくすり「音楽セラピー」」
を開催。（参加：14人）
・0歳児以上の子どもとその保護者を対象
に、「親子でたのしむクリスマスコンサー
ト」を開催。（参加者人数：22人）
・２歳児から５歳児を対象に、「親子で英
語体験スタディカビィイングリッシュ」を
開催。（参加：107人）

②各講座における保護者の参加のほとんど
が母親の参加だった。偏りが発生してし
まった点が課題である。

③改善点
父親の参加が少ないため、父親の参加を促
すことができるよう、講座内容や日程など
を工夫する。

継続して、子どもの育
ちや子育てを支援する
講座の内容の充実を
図っていく。

父親の参加を促
すために、他部
署や民間企業等
にも広報に協力
をいただくなど
の工夫をしてい
ただきたい。

社会教育課

59

29 基本目標②



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３0年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

2 市民、団
体などの
地域活動
に対する
支援を行
う

女性団体に
対する支援

地域活動の中で女性
の意思決定の場への
参画を促進するた
め、女性リーダーの
養成と女性団体に対
する支援を行いま
す。また、関連団体
同士のネットワーク
化を促進します

地域団体を所管す
る庁内関係各課と
連携し、女性リー
ダーの養成や女性
団体への支援等の
体制づくりを進め
る他、セミナーな
どを開催し、女性
リーダーの養成に
努める

①守口門真商工会議所女性会の協力を得
て、同会会員である女性起業家６名（介護
関係、エステ関係、コスメ関係）や日本政
策金融公庫、税務署、商工会議所を講師と
して招き、女性サポートステーションにお
いて全６回連続講座の「起業セミナー」を
開催した。同セミナーには延べ87名の参加
があった。

②商工会議所とともに起業家を目指す女性
支援を協力して行うことができた。

③今後も関係機関と情報交換を続けて女性
活躍に努める。

守口門真商工会議所や
地域団体と連携し、女
性リーダーの養成や女
性団体への支援等の体
制づくりを継続して進
めるほか、セミナーな
どを開催し、女性リー
ダーの養成に努める。

起業家を目指す
女性への支援を
継続するととも
に、女性団体や
女性リーダーが
どのような支援
を市に求めてい
るのか、意見を
いただく機会や
方法等も検討し
ていただきた
い。

人権女性政策課

60

ボ ラ ン テ ィ
ア 活 動 ・ Ｎ
ＰO活動の促
進

ボランティア活動や
まちづくり活動を行
う団体への男女共同
参画を促進するとと
もに、情報や活動の
場の提供、ネット
ワークづくりなどの
支援を行います

ボランティアの促
進には男女の隔た
りなく誰もが参加
しやい環境が必要
であり、今後さら
にボランティア活
動の拡充を図るた
めにあらゆる情報
提供等に努める。

①男性が代表者のNPO法人が多い中、女性
が代表者であるひとり親支援など男女を平
等に支援するNPO法人などの活躍が目立っ
た。

②女性の代表者が、地域で多くのイベント
を企画・実施することで、NPO法人として
の女性の活躍の場の存在を周知できたと考
える。（門真市に本拠地を置く全NPO数
女性が代表を務めるNPO数　38団体中9団
体）

③男女ともに活躍できるボランティア活動
やNPO法人の存在について、より周知を図
るため、情報提供やネットワークづくりな
どの支援を行う。

ボランティアの促進に
は男女の隔たりなく誰
もが参加しやすい環境
が必要であり、今後さ
らにボランティア活動
の拡充を図るためにあ
らゆる情報提供等に努
める。

ひとり親支援な
どの団体メン
バーから、一度
でもボランティ
ア活動に参加す
るとまた参加し
たくなるなどの
意見を聞いてい
るので、引き続
き、ボランティ
ア活動へ参加し
やすい環境づく
りのための支援
をお願いした
い。

地域政策課　

61

30 基本目標②



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３0年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

地 域 コ ー
デ ィ ネ ー
タ ー の 人 材
発掘・育成

地域活動の活性化を
図るため、地域団体
や企業などとの連携
をより一層深め、地
域の実情に応じた活
動を地域ぐるみで展
開できるよう、それ
ぞれの地域でコー
ディネーターを発掘
し、育成することで
地域力の強化を図り
ます

校区での様々な取
り組みをとおし
て、自治会などの
地縁型組織と、
NPO、ボランティ
アなどのテーマ型
組織が接触する機
会を作り、互いに
まちをつくる主体
として協働した取
り組みをする中
で、新たな人材が
発掘・育成できる
よう、意識的に取
り組みを展開す
る。

①一つの事業に複数の主体が関わって取り
組む、地域活性化まちづくり、校区門真ま
つり事業を実施し、地域力が醸成され、地
域力を高めた。

②二つの校区が一緒にまつりや地域活性化
のイベントを実施するなど、地域の協働意
識が高まっている。また、市民まつりのふ
るさと門真まつりでは地域団体だけではな
く様々な団体が関わることで新たな協働の
きっかけが生まれている。

③10年ぶりに開催し、第2回となった、市
民まつりのふるさと門真まつりと地域のま
つりやその他のイベント等が連携していけ
るように努めたい。

自治会等の地縁団体、
NPO、その他の組織
が、協働できるような
場づくりを行い、新た
なつながりや、人材の
発掘・育成ができるよ
う努める。

ふるさと門真ま
つりでもっと出
店があると子ど
も達も喜ぶと思
うので、出店が
増加するよう取
り組みを進めて
ほしい。

文化・自治振興課
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3 国
際
社
会
へ
の
理
解

1 在住外国
人が暮ら
しやすい
環境づく
りを進め
る

生 活 情 報 や
行 政 サ ー ビ
ス 情 報 な ど
の提供

在住外国人が安心し
て子育てや日常生活
を送ることができる
ように、さまざまな
生活情報や行政サー
ビス情報などの提供
を進めます

引き続き、必要に
応じて翻訳等を実
施し、在住外国人
のコミュニケー
ションの充実を図
る。

①3歳6カ月児健診及びBCG予防接種の際に
中国語通訳を配置。市民向け予防接種手引
きについては中国版を作成、使用してい
る。引き続き、必要時、在住外国人には行
政情報サービス等を個別相談や訪問活動等
を通して情報提供を実施。

②在住外国人への情報提供・支援ができ
た。3歳６カ月児健診の際、中国語通訳の
ニーズがある。また通訳を介して、子ども
の養育状況や発達面等の確認もできた。

③引き続き通訳の実施及び個別対応等によ
り在住外国人への適切な情報提供に努め
る。

引き続き、必要に応じ
て通訳等を実施し、在
住外国人のコミュニ
ケーションの充実を図
る。3歳6か月児健診
時に中国語通訳を引き
続き配置し、子どもの
言葉等の発達の確認が
できるようにする。

引き続き、親が
コミュニケー
ションをとれる
よう翻訳等の充
実を図っていた
だきたい。

健康増進課　

63

31 基本目標②



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３0年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

生 活 情 報 や
行 政 サ ー ビ
ス 情 報 な ど
の提供

在住外国人が安心し
て子育てや日常生活
を送ることができる
ように、さまざまな
生活情報や行政サー
ビス情報などの提供
を進めます

放課後児童クラブ
に関する文書を翻
訳することで、引
き続き在住外国人
が安心して放課後
児童クラブを利用
できる環境整備を
推進する。

①昨年と同様に翻訳している放課後児童ク
ラブ入会案内、入会のしおりに加えて、入
会申請書の記載例等も翻訳し、在住外国人
の多い校区の放課後児童クラブに配付する
ことで、情報の提供に努めた。

②入会申請書の記載例等についても翻訳す
ることで、在住外国人が安心して放課後児
童クラブに入会できる環境を整備すること
ができた。

③文書の翻訳を継続することで、在住外国
人に対して放課後児童クラブに関する適切
な情報提供を実施していく必要がある。

放課後児童クラブに関
する文書を翻訳するこ
とで、引き続き在住外
国人が安心して放課後
児童クラブを利用でき
る環境整備を推進す
る。

放課後児童クラ
ブに関する文書
を翻訳すること
で、引き続き在
住外国人が安心
して放課後児童
クラブを利用で
きる環境整備を
図っていただき
たい。

子育て支援課　

64

生 活 情 報 や
行 政 サ ー ビ
ス 情 報 な ど
の提供

在住外国人が安心し
て子育てや日常生活
を送ることができる
ように、さまざまな
生活情報や行政サー
ビス情報などの提供
を進めます

各園の状況によ
り、必要に応じて
通訳を実施し、在
住外国人のコミュ
ニケーションの充
実を図る

①各公立幼稚園・保育所からの依頼に基づ
き、保育幼稚園課に登録している通訳者に
説明会や懇談会等における通訳業務を依頼
した。

②各園からの依頼に基づき、適切な通訳の
対応を行い、在住外国人にサービスの提供
ができた。

③在住外国人が安心して生活を送れるよ
う、今後も継続して対応を図る。

各園の状況により、必
要に応じて通訳を実施
し、在住外国人のコ
ミュニケーションの充
実を図る

引き続き、各園
の状況により、
必要に応じて在
住外国人のコ
ミュニケーショ
ンの充実が図ら
れるよう取り組
みを進めてほし
い。

保育幼稚園課

65

32 基本目標②



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３0年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

窓 口 に お け
る コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン
支援の充実

在住外国人のさまざ
まな相談に適切に対
応できるように、外
国語ボランティアと
の連携を強化し、職
員の相談対応力の向
上に努めます

なし 事業廃止

66

在 住 外 国 人
の 地 域 活 動
へ の 参 加 促
進

在住外国人が地域の
一員として、防犯・
防災や福祉活動、ま
ちづくりなどの活動
に積極的に参加でき
るように、環境整備
に努めます

公民館と生涯学習
センターで実施し
ている日本語教室
を引き続き開催
し、在住外国人が
日本語や日本文化
に親しみ地域活動
に参加できるよう
支援する。
（社会教育課）

①・市内在住・在勤の日本語の読み書きに
不自由している人を対象に、日本語教室を
生涯学習センターと公民館において、それ
ぞれ年間35回程度開催。（参加：のべ891
人）
・「北河内識字日本語交流会」を開催。
（参加：177人）

②学習を必要とするすべての人に学習機会
を提供できるようにする必要がある。

③改善点
学習を必要とするすべての人に学習機会を
提供できるようにするため、教室の周知に
努める。

公民館と生涯学習セン
ターで実施している日
本語教室を引き続き開
催する。H31年度は
新たなクラスとして生
活のための日本語教室
を開講し、在住外国人
が日本語や日本文化に
親しみ地域活動に参加
できるよう支援する。

引き続き、在住
外国人が地域に
親しみ地域活動
に積極的に参加
できるよう取り
組みを進めてい
ただきたい。

社会教育課
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33 基本目標②



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３0年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

2 多様な文
化への理
解と交流
を進める

各学校及び中学校区に
おける多文化共生教育
の取組をより一層充実
させるために、門真市
在日外国人教育推進協
議会と連携し各学校に
おける取組の実践交流
の場を広げる。

多文化共生の観点か
ら、門真市在日外国
人教育推進委員会と
連携し、幼稚園や学
校などにおいて、在
日外国人教育、国際
理解教育を進めます

①門真市在日外国人教育推進協議会と連携
し、各学校での在日外国人教育や国際理解
教育についての取組の実践発表と交流の場
を設けた。また、小中連携して、中学校校
区で協力して取り組みや活動を行った校区
もあった。
2018年12月１日（土）
門真市立砂子小学校にて、「門真市国際交流事
業　第12回ワイワイパーティー／第38回チュ
ギモイム」を行った。
各園・各校、次のような演目を発表した。
１）砂子小　「舞獅子・うしいずう（踊り）」
２）第三中・門真はすはな中・速見小・二島
小・ 門真小・上野口小　「フィリピンダンス」
３）砂子小　「好日子(はおりゅうず）」
４）門真なみはや高校　　「幸福的歌（しんふ
くでぐぁ）（踊り）」
５）脇田小　「三字経２（詩の暗誦）」
６）北巣本小　「プチェ・チュム（扇の舞）」
７）門真はすはな中　「二胡演奏（楽器）」
８）古川橋小・門真小「中国駒と唐詩４首（演
技・朗読）」
９）第三中「いろいろな国を知ろう！！」
10）四宮小・東小・五月田小「多間小路」
11）脇田小「太極巧夫扇・たいきょくかんふう
せん（踊り）」
12）三中・速見・北巣本「サムルノリ　ヨンナ
ﾑ　サムルノリ」

②児童・生徒、保護者が、様々な国の文化
について理解を深め、また、お互いを尊重
する実践交流を行うことができた。

③各学校や小中連携での取組を今後も継続
的に行うとともに、教職員、児童・生徒、
保護者の交流がさらに広がるような取組を
行う。

各学校及び中学校
区における多文化
共生教育の取組を
より一層充実させ
るために、門真市
在日外国人教育推
進協議会と連携し
各学校における取
組の実践交流の場
を広げる。

住み易い地域づ
くりのため、取
り組み内容の充
実を望む。

学校教育課

68

国際理解教
育の推進

34 基本目標②



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３0年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

国際理解教
育の推進

多文化共生の観点か
ら、門真市在日外国
人教育推進委員会と
連携し、幼稚園や学
校などにおいて、在
日外国人教育、国際
理解教育を進めます

門真市在日外国人
教育推進委員会と
連携し、各園にお
ける取組の実践交
流の場をさらに広
げることで、多文
化共生教育の取組
を充実させてい
く。

①門真市在日外国人教育推進委員会と連携
し、各園での在日外国人教育、国際理解教
育についての取組の実践発表と交流の場を
設けた。

②通称名ではなく、本名に変更して小学校
へつなげた子どももいた。

③各園での取組を継続的に行い、教職員、
幼児、保護者の交流がさらに広がるよう取
り組んでいく。

門真市在日外国人教育
推進委員会と連携し、
各園における取組の実
践交流の場をさらに広
げることで、多文化共
生教育の取組を充実さ
せていく。

語学力向上につ
ながるような広
がりある取り組
みを期待する。

保育幼稚園課

69

異 文 化 に 対
す る 理 解 を
促 進 す る 教
育の充実

自国の文化や異文化
に対する理解を深め
るため、市内在住の
中学生に対し、国際
交流などの機会を提
供します

門真市と世界を舞
台に活躍する人材
を育成するため、
英語プレゼンテー
ションコンテスト
を開催するととも
に、中学生海外派
遣研修を実施す
る。

①プレゼンテーションコンテストについて
は、一次審査、二次審査を通過した17名の
中学１・２年生によるプレゼンテーション
の結果、最優秀賞１名、優秀賞８名、及び
奨励賞８名を選出した。翌年度、最優秀賞
及び優秀賞受賞者に海外派遣研修を実施
し、他の８名については、国内の体験型英
語教育施設への派遣を実施。

②プレゼンテーションコンテストについ
て、30年度の公立中学校１、２年生の応募
者数は568名、応募率は31.8％となった。
対象者の約３人に１人が応募しており、事
業が浸透している表れである。

③引き続き、プレゼンテーションコンテス
トの応募者が増加するよう努めたい。

門真市と世界を舞台に
活躍する人材を育成す
るため、英語プレゼン
テーションコンテスト
を開催するとともに、
中学生海外派遣研修を
実施する。

応募者が増加す
るといった事業
の浸透が、中学
生の子ども達の
語学力UPの取
り組みに応用し
ていただけるよ
う期待する。

社会教育課

70

35 基本目標②



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標②：男女があらゆる分野に参画し、ともに豊かな地域社会をつくりましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成30年度
の事業目標

平成３0年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

国際交流活
動の促進

多様な文化を持つ市
民が参画できる、国
際交流活動のための
取り組みを促進しま
す

大阪府などが開催
する会議等に参加
し、公益財団法人
大阪府国際交流財
団や他市の取り組
みについて情報収
集を行うととも
に、時代の潮流に
合った交流事業の
検討に努める。

①大阪府主催の、自治体国際化推進連絡会
議に出席し、主に災害時における外国人支
援に関して情報収集した。
そのほか、市内で国際交流事業を開催する
実行委員会に対し、補助金交付要綱に基づ
き４9,000円を交付した。当事業には児
童、教職員、地域住民など約360人が集ま
り、中国などの歌や民族芸能の発表が行わ
れた。

②会議で得た情報などにより、災害時にお
ける外国人への情報発信などの検討に努め
た。
国際交流事業においては、多文化を受容
し、共生しようとする心を育てるととも
に、地域の国際化に寄与した。

③国際交流事業実行委員会への補助金交付
のほか、具体的な事業にかかる取り組みを
行えていない。

大阪府などが開催する
会議などに引き続き参
加し、公益財団法人大
阪府国際交流財団や他
市の取り組みについて
情報収集を行うととも
に、時代の潮流に合っ
た交流事業の検討に努
める。

事業について、
今後も継続して
見守ることが必
要である。

魅力発信課

71

36 基本目標②



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

1 1 就労の場
での男女
の理解と
認識を深
める

市民に対す
る労働関係
法令や制度
に関する啓
発

大阪府等関係機関と
連携し、「男女雇用
機会均等法」や「女
性活躍推進法」の周
知啓発を進めるほ
か、セミナーを開催
し、情報提供に努め
る

大阪府等関係機関
と連携し、「男女
雇用機会均等法」
や「女性活躍推進
法」の周知啓発を
進めるほか、セミ
ナーを開催し、情
報提供に努める。

①大阪労働局が発行する「公正な採用選考
のために」のリーフレットを人権女性政策
課に「男女いきいき」を女性サポートス
テーションに設置し、情報提供を行ったほ
か、女性活躍推進法に関連する記事を市
ホームページに掲載している。
　
②女性が安定・安心して就労できるよう、
リーフレットや市HPにより「男女雇用機会
均等法」や「女性活躍推進法」の啓発啓発
を行うことができた。
　
③周知方法を工夫し、セミナーの開催な
ど、さらに効果的な啓発を検討する。

大阪府等関係機関と連
携し、「男女雇用機会
均等法」や「女性活躍
推進法」の周知啓発を
進めるほか、セミナー
を開催し、情報提供に
努める

様々な媒体を駆
使した情報提供
の工夫を評価す
る。　安心して
安全に働く労働
権が侵害された
時に、早期に自
覚し対応する力
の獲得を視野に
おいた施策が望
ましい。市民の
さらなる人権意
識の向上に役立
つ啓発を期待す
る。

人権女性政策課

72

市民に対す
る労働関係
法令や制度
に関する啓
発

市民に対し、男女雇
用機会均等法や職場
における待遇など、
男女共同参画を推進
するための労働関係
法令の趣旨や内容に
ついて、国や大阪府
等関係機関との連携
により啓発を進めま
す

関係法令の趣旨・
内容が記載された
チラシ・パンフを
市施設等に配置
し、関係機関が実
施する各講演・セ
ミナーを紹介し、
周知等を図る

①関係機関からの法令関係チラシ・パンフ
レットを配置し周知に努めた。また、門真
市・守口市・守口門真商工会議所・ハロー
ワーク門真と合同で実施した合同企業就職
面接会では、「仕事と子育ての両立」を
テーマに女性活躍促進セミナーを実施し
た。

②チラシ・パンフレットを設置により、労
働関係法令や制度の周知ができた。また女
性向けの事業実施ができた。

③関係機関と連携を強化し労働関係法令等
の啓発に努める。

関係法令の趣旨・内容
が記載されたチラシ・
パンフを市施設等に配
置し、関係機関が実施
する各講演・セミナー
を紹介し、周知等を図
る

関連機関の情報
提供の充実を期
待する。人生の
ステージ毎に、
各人が納得した
選択ができるよ
うに、変化する
社会や職場、多
様な生き方、働
き方の情報提供
の充実を望む。
職場や社会問題
の解決には、施
策とともに継続
した女性リー
ダー育成が望ま
しい。

産業振興課

73

方針 施策

雇
用
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

37
基本目標③



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

事業者に対
する労働関
係法令や制
度に関する

啓発

事業者に対し、男女
格差を解消するため
の雇用管理上の義務
や職場慣行の見直し
などについて、国や
大阪府等関係機関と
の連携により啓発を

進めます

ハローワークと連
携し、研修を行う
とともに、企業に
的確な情報提供が
行えるよう努め
る。

①ハローワークと連携し、５月の新規学卒
者説明会で人権啓発研修（116社　116人
参加）や１月の企業トップを対象にした人
権問題研修会（39社　39人）を行った。
また、門真市企業人権推進連絡会総会にお
いて、大阪府が発行する「公正な採用選
考」の啓発パンフレットや「男女いきい
き」各種制度リーフレット等を配布した。

②ハローワークと連携し人権に関する研修
に昨年度より多くの企業が参加した。

③企業に対し、公正採用等の継続的またタ
イムリーな情報提供が行えるよう様々な機
会をとらえ、情報発信していく。

ハローワークと連携
し、研修を行うととも
に、企業に的確な情報
提供が行えるよう努め
る。

職場環境の整備
にむけて企業の
管理職に対し、
男女格差の是正
や人権問題の研
修を精力的に実
施し、成果を出
した実行力を高
く評価する。
実効性のある施
策を目指すとい
う姿勢がうかが
える。ハラスメ
ントに対する取
り組みに期待す
る。

人権女性政策課

74

事業者に対
する労働関
係法令や制
度に関する
啓発

事業者に対し、男女
格差を解消するため
の雇用管理上の義務
や職場慣行の見直し
などについて、国や
大阪府等関係機関と
の連携により啓発を
進めます

商工会議所をはじ
め経営者団体と連
携し、事業者に雇
用管理上の義務や
職場慣行の見直し
などについて、啓
発に努める

①市施設内にチラシ・パンフを配置し事業
所等への周知・啓発に努めた。
　
②商工会議所などと連携した事業者への啓
発を、十分にできなかった。

③商工会議所等と連携し、事業者に対し制
度・法令の啓発、ＰＲに努める。

令和元年度から女性雇
用環境整備事業によ
り、中小企業の経営者
を対象としたセミナー
を開催し、女性雇用に
おける法令・制度に関
する周知・啓発を行
う。
また、商工会議所をは
じめ経営者団体と連携
し、事業者に雇用管理
上の義務や職場慣行の
見直しなどについて、
啓発に努める

昨年度成果が不
十分だった課題
への取り組みに
期待する。世界
の女性の動きに
関する情報提供
や、職場や暮ら
しについての女
性の声の集約な
どが、事業者に
対する啓発に生
かされることを
期待する。

産業振興課

75

38
基本目標③



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

男女共同参
画を実践す
る企業の実
践例などの
情報の提供

男女共同参画を進め
る大阪府内や市内の
企業の実践例などに
ついて、大阪府等関
係機関との連携によ
り情報提供を進めま
す

女性サポートス
テーションを中心
に、ＨＰやチラシ
などで企業内の実
例を情報提供して
いく

①市HPで女性の活躍・両立支援サイト（厚
労省委託事業）を紹介し、市内企業の行動
計画や取組を見ることが出来るようにして
いる。市内の企業へ講師を依頼し、「起業
セミナー」を開催した。

②サイトでは、市内のみならず全国各地の
ユニークな取り組みなどを見ることが出来
る。起業セミナーを通して参加者と企業が
ふれ合い学べた。

③令和元年度から実施する「かどママ就活
サポート」において、女性が活躍する市内
企業へ職場体験に行くとともに、当該企業
を広報等で周知するなど、男女共同参画や
女性活躍支援を進めている市内企業の情報
提供に努める。

令和元年度から女性サ
ポートステーションに
おいて出産や育児等で
離職し再就職を希望す
る方を対象とした「か
どママ就活サポート」
を実施し、男女共同参
画を進める市内企業の
職場体験を行う。
また、職場体験に協力
いただいた企業の実践
例などを広報や市HP
で情報提供していく。

共同参画に取り
組む企業の情報
提供と、職場体
験を組み合わせ
た事業に注目す
る。再就職を目
指す女性が最新
のスキルを習得
できる場が不足
しているので、
一定期間の体験
ができることを
期待する。同時
に、安易な労働
力の提供になら
ない防止策が必
要と思われる。

人権女性政策課

76

企業におけ
るポジティ
ブ・アク
ションの促
進

企業に対し、男女格
差を解消するための
ポジティブ・アク
ションの実施につい
て、国や大阪府等関
係機関との連携によ
り働きかけます

男女間の格差の解
消を進めるため、
ポジティブ・アク
ションの実施や女
性活躍推進につい
ての啓発資料等の
情報提供に努める

①市HPで女性の活躍・両立支援サイト（厚
労省委託事業）を紹介し、市内企業の行動
計画やポジティブ・アクションなどの取組
を見ることが出来るほか、内閣府男女共同
参画局発行の「共同参画」を女性サポート
ステーションに配架することにより、ポジ
ティブ・アクション実施についての啓発活
動を行った。

②HPにサイトを紹介していることでより多
くの人に情報提供できた。

③更に広く情報提供ができるよう、工夫す
る。企業が関心示すような研修を行う。

男女間の格差の解消を
進めるため、ポジティ
ブ・アクションの実施
や女性活躍推進につい
ての啓発資料等の情報
提供に努める。

企業に対して効
果的で継続的な
取り組みを模索
し、実践してい
ることがわか
る。ポジティ
ブ・アクション
の促進が、働く
意欲を引き出
し、労使ともに
Win-Win関係に
なることを啓発
できるワーク
ショップなど、
啓発活動のさら
なる工夫を期待
する。

人権女性政策課

77

39
基本目標③



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

企業におけ
るポジティ
ブ・アク
ションの促
進

企業に対し、男女格
差を解消するための
ポジティブ・アク
ションの実施につい
て、国や大阪府等関
係機関との連携によ
り働きかけます

商工会議所をはじ
め経営者団体と連
携し、事業者に男
女間の格差を解消
するため、ポジ
ティブ・アクショ
ンを促すための啓
発に努める。

①関係機関からのチラシ・パンフレットを
配置し周知に努めた。
　
②商工会議所などと連携した事業者への周
知及び啓発を、十分にできなかった。

③商工会議所（経営者団体）と連携しつ
つ、制度の周知・啓発に努める。

令和元年度から女性雇
用環境整備事業によ
り、女性が働きやすい
環境を整備する企業に
補助を行うことで、企
業のポジティブアク
ション促進に努める。
また商工会議所をはじ
め経営者団体と連携
し、事業者に男女間の
格差を解消するため、
ポジティブ・アクショ
ンの促進に努める。

意欲的で積極的
取り組みに大い
に期待する。関
係機関との連携
にはさらなる工
夫を望む。経営
者と若者が集
い、ポジティブ
アクションへの
意見やアイデア
交換ができるイ
ベントなどユ
ニークな事業で
目的達成できる
ことを期待す
る。

産業振興課

78

女性の商工
業や農業な
どにおける
技術・経営
管理能力の
向上

商工業や農業などに
従事する女性の技術
や経営能力向上のた
め、大阪府等関係機
関との連携により情
報提供を進めます

女性従事者のニー
ズにあった、効果
的な講座等の情報
提供に努める。

①国や大阪府等からの技術向上・資格取得
のためのチラシ・パンフレットの設置によ
り周知に努めた。
　
②チラシ・パンフレットを配置したことに
より、女性従業者への周知ができた。

③大阪府等の関係機関と連携し、情報提供
に努める。

女性従事者のニーズに
あった、効果的な講座
等の情報提供に努め
る。

女性従事者の
ニーズを踏まえ
た実質的な情報
提供に留意する
と共に、働き方
改革やワークラ
イフバランスに
も繋がる示唆が
必要。

産業振興課

79
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 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

2 多様な働
き方への
支援を進
める

女性の再雇
用の支援

就労相談の実施や再
就職セミナーなどの
情報提供について、
大阪府やハローワー
ク等関係機関との連
携により、女性の再
雇用の支援に努めま
す

相談体制の充実を
図るとともに、就
労や起業に関する
情報提供を行い、
またセミナーを開
催することで女性
の再雇用支援を行
う。

①女性サポートステーションにおいて就労
相談を週５日実施したほか、就職に役立つ
内容のセミナーを３回（9月・11月・2
月）、起業に関する講座を６回連続で開催
し、女性の多様な働き方の支援を行った。

②再雇用のみならず、起業に関する支援も
行うなど、多様なニーズに応えられるよう
新たな取り組みを行った。

③女性サポートステーションでの就労支
援・起業支援に加え、ハローワークなど関
連機関と連携し、女性の再雇用支援に取り
組む。

相談体制の充実を図る
とともに、就労や起業
に関する情報提供を行
う。
また令和元年度から女
性サポートステーショ
ンにおいて出産や育児
等で離職し再就職を希
望する方を対象とした
「かどママ就活サポー
ト」を実施するなど女
性の再雇用支援を行
う。

セミナー等の実
施後のアンケー
トや参加者の意
見を汲み取るこ
とで、更にニー
ズに即した施策
や取り組みを推
進されること。
併せて、一億総
活躍社会の実現
には女性活躍が
欠かせないこと
から、子育て等
が一段落した女
性の再雇用支援
は重要な施策と
して期待。

人権女性政策課

80

女性の再雇
用の支援

就労相談の実施や再
就職セミナーなどの
情報提供について、
大阪府やハローワー
ク等関係機関との連
携により、女性の再
雇用の支援に努めま
す

就労相談や女性の
雇用を対象とした
チラシ・パンフを
市内公共施設等に
配置し、就労相
談・セミナー等の
周知に努める。

①就職セミナー等のチラシ・パンフレット
を設置し周知に努めた。また、ハローワー
クよりオンラインによる求人情報の提供を
受けるようにした。さらに、門真市・守口
市・守口門真商工会議所・ハローワーク門
真と合同で実施した合同企業就職面接会で
は、「仕事と子育ての両立」をテーマに女
性活躍促進セミナーを実施した。

②大阪府と連携し、女性向けセミナーを実
施した。ハローワークにおいては、情報を
提供するといった形で、連携を行った。

③大阪府との連携を図り、再雇用の支援に
努める。

令和元年度から女性雇
用環境整備事業によ
り、女性が働きやすい
環境を整備する企業に
補助を行うことで、環
境整備を促進され、女
性の就業に繋げる。
また就労相談や女性の
雇用を対象としたチラ
シ・パンフを市内公共
施設等に配置し、就労
相談・セミナー等の周
知に努める。

女性の就業環境
整備促進にむけ
た補助について
は、雇用・定
着・活躍の観点
から幅広い支援
が必要。また環
境整備が進んで
いる企業や先進
取り組みなどの
事例紹介や横展
開にも努められ
ること。

産業振興課

81
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 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

育児休業取
得者の職場
復帰などの
促進に関す
る啓発

事業者に対し、「育
児休業取得者に対す
る代替要員の確保及
び原職等復帰を促進
するための助成金制
度」の利用について
周知し、労働者の就
労支援の促進を働き
かけます

育児休業制度の概
要を啓発し、制度
を利用するための
職場環境づくり推
進に関するリーフ
レットなどを活用
し事業者や育児休
業取得者に働きか
け就労支援に努め
る

①大阪府が発行する「ワーク・ライフ・バ
ランス」のリーフレット等で情報提供した
ほか、市HPで女性の活躍・両立支援サイ
ト・仕事と育児カムバック支援サイト（厚
労省委託事業）を紹介した。また育児休業
制度の概要を啓発するために「働くママ・
パパを応援！仕事と育児の両立セミナー」
を11月17日（土）開催した。
　
②リーフレット等は労働者のための指針や
制度について解説されており、利用しやす
いが、事業者の実践状況把握は出来ていな
い。育児休業制度の啓発セミナー「働くマ
マ・パパを応援！仕事と育児の両立セミ
ナー」には１名の参加があった。

③大阪府や労働局が発行する資料配布やセ
ミナー開催などにより、市民の皆様に対し
て育休制度の啓発を進めるとともに、関係
課と協力し市内事業者に対しても育休制度
の啓発や助成金制度の周知に努める。

育児休業制度の概要啓
発を行うほか、育休後
セミナーを開催するな
ど育児休業取得者や育
休取得希望者の支援に
努める。

事業者の育児休
業に対する深い
理解促進が欠か
せないことから
事業者への働き
かけは継続して
実施されるこ
と。併せて上司
やマネジメント
層への啓発につ
いても事業者へ
の働きかけが必
要。今後、男性
の育児休業取得
ニーズも本格化
することから、
広報媒体を使っ
た啓発等にも努
められること。

人権女性政策課

82

育児休業取
得者の職場
復帰などの
促進に関す
る啓発

事業者に対し、「育
児休業取得者に対す
る代替要員の確保及
び原職等復帰を促進
するための助成金制
度」の利用について
周知し、労働者の就
労支援の促進を働き
かけます

商工会議所をはじ
め経営者団体と連
携し、事業者に育
児休業制度や関係
法令について、周
知及び啓発を図
る。

①関係機関からのチラシ・パンフレットを
配置し周知に努めた。
　
②商工会議所などと連携した事業者への周
知及び啓発を、十分にできなかった。

③商工会議所（経営者団体）と連携しつ
つ、制度の周知・啓発に努める。

商工会議所をはじめ経
営者団体と連携し、事
業者に育児休業制度や
関係法令について、周
知及び啓発を図る。

とりわけ育児休
業の当事者たり
える経営者や商
工会議所会員と
の連携も視野に
入れた対応が必
要。

産業振興課

83
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 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

2 1 仕事と生
活の調和
（ワー
ク・ライ
フ・バラ
ンス）に
ついての
考え方を
広く普及
する

ワーク・ラ
イフ・バラ
ンスの啓発

仕事と生活の調和の
実現は、一人ひとり
が望む生き方ができ
る社会の実現にとっ
て必要不可欠なた
め、市民が理解を深
められるように、啓
発を進めます

ワーク・ライフ・
バランス啓発講座
を開催するほか、
リーフレットや書
籍の貸し出しによ
る情報提供を行う
ことにより啓発を
進める

①11月16日にワーク・ライフ・バランス
に関する講座ワーク・ライフ・バランスの
「想定外」を「想定内」に～「人生100年
時代」を生きる～を開催し、市民・市職員
57名（男24名、女33名）の参加があっ
た。また、女性サポートステーションで
ワークライフバランスに関する図書や視覚
教材の貸し出しを行った。

②ワーク・ライフ・バランスの講座を通
じ、働き方を振り返る機会の提供となり、
一層の意識の醸成が図れた。

③「ワーク・ライフ・バランス」の理解が
深められるように啓発講座や図書の貸し出
しを継続するほか、リーフレット等を利用
し、さまざまな世代に考え方を普及させる
ための取り組みを進める。

ワーク・ライフ・バラ
ンス啓発講座を開催す
るほか、リーフレット
や書籍の貸し出しによ
る情報提供を行うこと
により啓発を進める。
ワーク・ライフ・バラ
ンス講座に管理職の参
加も促す。

ワーク・ライ
フ・バランスに
関する啓発や情
報提供は引き続
き実施されると
ともに、民間あ
るいは行政での
ワーク・ライ
フ・バランス推
進に向けた先進
事例や参考事
例、更には労使
での具体的な取
り組み事例を紹
介することで、
主体的な実施を
促すことも重
要。

人権女性政策課

84

労働時間短
縮に向けた
啓発

事業者に対し、長時
間労働などの働き方
の見直しをはじめ、
仕事も家庭も充実で
きる職場環境づくり
について、関係機関
などと連携し、啓発
を進めます

長時間労働などの
職場環境と働き方
の見直しなど労働
時間に関する基本
的な考え方のリー
フレット等や啓発
セミナーを活用
し、事業者に働き
かけるとともに、
実施状況の把握に
努める。

①11月16日に実施したワークライフバラ
ンス啓発講座の案内を門真市企業人権推進
連絡会にも送付し、受講を促したほか、市
HPで女性の活躍・両立支援サイト（厚労省
委託事業）を紹介し、全国の企業が実施し
ている取り組みについても同サイトから情
報提供した。

②ワークライフバランス啓発講座の案内な
どを門真市企業人権推進連絡会へ送付し、
事業者に働きかけを行ったが、実施状況の
把握には至らなかった。

③啓発について、事業者へ働きかける機会
や実施状況の把握について、引き続き検討
する。

長時間労働などの職場
環境と働き方の見直し
など労働時間に関する
基本的な考え方のリー
フレットや厚生労働省
のHP記事を活用し、
事業者に働きかけると
ともに、実施状況の把
握に努める。

4月からの働き
方改革関連法
（時間外労働上
限規制、罰則規
定含め）につい
て事業者の理解
促進を図ること
が重要。その上
で、長時間労働
に関する職場改
善や働き方の見
直しについて、
社労士や支援ア
ドバイザーによ
る専門的見地か
らこれまで以上
の啓発を図るこ
とも重要。

人権女性政策課

85
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基本目標③



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

労働時間短
縮に向けた
啓発

事業者に対し、長時
間労働などの働き方
の見直しをはじめ、
仕事も家庭も充実で
きる職場環境づくり
について、関係機関
などと連携し、啓発
を進めます

商工会議所をはじ
め経営者団体と連
携し、事業者に
ワーク・ライフ・
バランス等につい
て啓発を図る。

①市施設内にチラシ・パンフレットを配置
し周知に努めた。
　
②チラシ・パンフを配置した事により事業
者への周知ができた。

③商工会議所（経営者団体）と連携し、啓
発に努める。

商工会議所をはじめ経
営者団体と連携し、事
業者にワーク・ライ
フ・バランス等につい
て啓発を図る。

市所有のDVD等
の活用を通し
て、個々の職場
における、ワー
ク・ライフバラ
ンスの具体的な
イメージ化を図
ることが必要で
はないか。

産業振興課

86

2 仕事と子
育て・介
護との両
立ができ
るよう、
環境整備
を進める

育児・介護
休業制度の
普及啓発

労働者が育児休業や
介護休業などを取得
することの理解や協
力を得るため、子育
て期間中の短時間勤
務や子どもの看護休
暇、父母ともに育児
休業制度を取得する
場合の休業可能期間
の延長（パパ・ママ
育休プラス）などの
制度について、関係
機関との連携により
啓発を進めます

労働局、大阪府、
財団法人の作成す
る啓発パンフレッ
トやHPの情報を利
用し、労働者に対
して、最新情報を
積極的に提供して
いく。

①女性サポートステーションにおいて1１月
1７日に育休後の職場復帰に関するセミナー
「働くママ・パパを応援！仕事と育児の両
立セミナー」を開催し１名の参加があっ
た。
　
②セミナー参加者が育休中の方であったこ
とから、育休後の職場復帰にすぐに役立つ
情報提供の機会になったが、参加者が１名
のみであった。

③引き続き、リーフレットやセミナーなど
で啓発を進めるとともに、育休に関するセ
ミナーの内容や実施方法などを検討し、よ
り多くの方に参加頂けるよう工夫する。

労働局、大阪府、財団
法人の作成する啓発パ
ンフレットやHPの情
報を利用し、労働者に
対して、最新情報を積
極的に提供していく。
また、セミナーを開催
するなど啓発方法の充
実に努める。

講座・セミナー
への積極的な参
加を呼びかけ、
参加者との交流
を通して得られ
た情報をより有
効に活用できる
ように取り組ん
でいただきた
い。

人権女性政策課

87

育児・介護
休業制度の
普及啓発

労働者が育児休業や
介護休業などを取得
することの理解や協
力を得るため、子育
て期間中の短時間勤
務や子どもの看護休
暇、父母ともに育児
休業制度を取得する
場合の休業可能期間
の延長（パパ・ママ
育休プラス）などの
制度について、関係
機関との連携により
啓発を進めます

育児・介護に関す
る両立支援制度に
ついて市民・庁内
関係課へチラシ等
を配布し情報提供
に努める。

①市施設内にチラシ・パンフレットを配置
し周知に努めた。
　
②チラシ・パンフを配置した事により来庁
者等への周知及び啓発はできたものの、そ
れ以外の効果的な活動の検討はできなかっ
た。

③関係機関と連携し、制度の普及啓発に努
める。

育児・介護に関する両
立支援制度について市
民・庁内関係課へチラ
シ等を配布し情報提供
に努める。

子育て・介護に
関わる両立支援
制度について、
効果的に周知が
進むような取り
組みを期待す
る。

産業振興課

88
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 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

事業者に対
する男性の
育児休業、
介護休業取
得に向けた
働きかけ

事業者に対し、子育
ての社会的役割の重
要性や家庭における
男女の共同責任につ
いて認識を浸透させ
るとともに、育児休
業や介護休業制度な
どの男性の利用促進
を働きかけます

商工会議所をはじ
め経営者団体と連
携し、事業者に育
児休業・介護休業
等の制度につい
て、周知・啓発を
図る。

①大阪府が発行するリーフレット「ワー
ク・ライフ・バランス」を利用し、労働時
間等の基本的な考え方の情報提供を行っ
た。

②チラシ・パンフを配置した事により来庁
者等への周知及び啓発はできたものの、そ
れ以外の効果的な活動の検討はできなかっ
た。

③労働者への配慮等、事業主の取り組みが
進むよう、実施状況を把握し、引き続き啓
発活動に取り組む必要がある。

商工会議所をはじめ経
営者団体と連携し、事
業者に育児休業・介護
休業等の制度につい
て、周知・啓発を図
る。

各事業所におけ
る制度利用の
“体験報告会”
を是非とも実現
していただきた
い。

産業振興課

90

育児や介護のための両
立支援制度概要等の推
進に関する情報提供を
進めるとともに、事業
者の実践状況の把握に
努める。

講座・セミナー
の実施を通し
て、把握した実
態を、市広報等
で紹介し、各事
業所への意識の
喚起を図ってい
ただきたい。

人権女性政策課

89

事業者に対
する男性の
育児休業、
介護休業取
得に向けた
働きかけ

事業者に対し、子育
ての社会的役割の重
要性や家庭における
男女の共同責任につ
いて認識を浸透させ
るとともに、育児休
業や介護休業制度な
どの男性の利用促進
を働きかけます

育児や介護のため
の両立支援制度概
要等の推進に関す
る、リーフレット
などを活用し事業
者に情報提供を進
めるとともに、実
践状況の把握に努
める。

①大阪府が発行する「ワーク・ライフ・バ
ランス」のリーフレット等で育児・介護の
両立支援制度や労働条件等を情報提供した
ほか、市HPで女性の活躍・両立支援サイト
（厚労省委託事業）を紹介し、全国の企業
が実施している取り組みについて周知し
た。
また、11月16日にワークライフバランス
啓発講座「ワークライフバランスの「想定
外」を「想定内」に～「人生100年次代を
生きる～」を開催した（参加者数57名、う
ち男性24名、女性33名）。

②育児や介護のための両立支援制度につい
てリーフレットやHPなどで広く啓発を行う
ことができた。また、ワークライフバラン
ス講座は参加者同士がテーマについて対話
する形式であったことから、働き方や仕事
と生活のバランスについて身近な問題とし
て考えてもらうことができた。男性の育休
や介護休暇取得状況など、事業者の実践状
況については把握できなかった。

③関係課と協力し、ワークライフバランス
の重要性を事業者・労働者双方に対し効果
的に啓発する方法を検討するほか、男性の
育休や介護休暇取得状況など、事業者の実
践状況について把握に努める。

45
基本目標③



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標③：男女がともに多様な働き方を選択でき、仕事と生活の調和を推進しましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

保育サービ
スなどの充
実

共働き世帯などの働
く親の仕事と子育て
との両立を支援し、
子どもの健やかな成
長を支援するため、
保育所における延長
保育や一時預かりな
どのサービス、病児
保育、放課後児童ク
ラブの充実に努めま
す

子ども・子育て支
援事業計画に基づ
き、市民ニーズに
即した子育て支援
施策の供給体制の
構築を図る。

①子ども・子育て支援事業計画の目標に基
づき、新制度に移行した施設等も含め、事
業の拡充に努めた。

②新制度に移行した施設等を中心に、一
定、供給量を拡大することができた。

③さらなる供給量の確保に向け、市全体で
子育て支援サービスの拡充に向けた取り組
みを進めていく必要がある。

子ども・子育て支援事
業計画に基づき、市民
ニーズに即した子育て
支援施策の供給体制の
構築を図る。

今年５月作成さ
れた「かどま子
育て支援マッ
プ」を、とりわ
け子育て世代を
中心に周知し、
有効活用を図れ
るようにしてい
ただきたい。

保育幼稚園課

91

介護サービ
スなどの充
実

介護を必要とする高
齢者を抱え、仕事と
の両立を図ろうとす
る家庭に対し、介護
保険制度に関する情
報提供の充実を図
り、介護サービスの
効果的な提供支援を
通じて、介護が個
人・家族の責任から
社会の責任として定
着するように努めま
す

今後も高齢者数及
び高齢化率の上昇
が見込まれるた
め、適切な要介護
認定及び保険給付
のみならず、家族
介護者の支援や介
護の予防について
も重点的に進め
る。

①地域包括支援センター等と連携し、介護
保険制度の周知や家族介護者の相談に取り
組んだ。

②相談機関の周知とともに、地域包括支援
センター等と連携し、個別のニーズに応じ
た相談体制の充実に努めた。

③地域包括支援センター・ケアマネー
ジャー・介護者家族の会等に協力を依頼
し、より一層の周知が必要である。

今後も高齢者数及び高
齢化率の上昇が見込ま
れるため、適切な要介
護認定及び保険給付の
みならず、家族介護者
の支援や介護の予防に
ついても重点的に進め
る。

昨年、地震・台
風による災害が
続いた。不測の
事態に備え、各
団体と共に地域
の要介護高齢者
の情報を集約、
共有し、支援に
向けて迅速な対
応が図れるよう
取り組んでいた
だきたい。

高齢福祉課

92
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基本目標③



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号

1 1 生涯を通
じ男女が
健康を保
持・増進
できるよ
う、心身
の健康に
関する啓
発・教育
を進める

性と生殖に
関する健康
と権利（リ
プロダク
ティヴ・ヘ
ルス／ライ
ツ）に関す
る啓発

女性の人権として、
性と生殖に関する健
康と権利（リプロダ
クティヴ・ヘルス／
ライツ）の正しい概
念を周知します

広報紙やホーム
ページを利用した
周知・啓発のほ
か、セミナー等で
の啓発に努める。
また、効果的な周
知方法も検討す
る。

①「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」に
関する記事を３月１日～８日の「女性の健
康週間」や３月8日の「国際女性デー」の周
知とともに市HPに掲載している。
また、女性サポートステーションではヘル
スケアなどの書籍や関連DVDを揃え、希望
があれば貸し出せるようにしている。

②HPの記事で広く周知をはかり、より詳し
く知りたい方には書籍、DVDを貸し出す体
制は整えている。ただしセミナーは実施す
ることができなかった。

③身近な問題であるということに気づいて
いただけるよう、関係課と協力し効果的な
周知方法について検討する。

広報紙やホームページ
を利用するほか、効果
的な周知方法を検討・
研究し啓発に努める。

HPの記事と関
連情報の貸し出
し準備の取組に
ついては評価で
きる。が
本概念に馴染ん
でいない人も多
いため、切り口
を工夫して積極
的に周知方法を
工夫していただ
きたい。
例えば「少子化
なので子どもは
3人以上産むよ
うに」との国会
議員の発言など
を捉えて展開し
てはいかがか。

人権女性政策課

93

性の尊重に
関する教育
の推進

性と生殖に関して健
康であることの重要
性や性感染症、ＨＩ
Ｖ／エイズなどに関
する正しい知識の普
及啓発を進めます

引き続きチラシや
ポスターなどをと
おして啓発に努め
るとともに、依頼
があれば学校など
においても健康教
育を行う。

①中学校からは性教育の依頼がなかったも
のの、保健福祉センター内において、チラ
シの設置やポスター掲示などを実施した。

②正しい知識の普及啓発に努めた。

③引き続き、普及啓発を進める。

引き続きチラシやポス
ターなどをとおして啓
発に努めるとともに、
依頼があれば学校など
においても健康教育を
行う。

29年度、30年
度と2年続けて
中学からの依頼
がないことへの
対策を31年度
は考慮しても良
いのではない
か。
チラシの設置や
ポスター掲示を
中学に依頼して
はどうか。

健康増進課

94

生
涯
を
通
じ
た
男
女
の
健
康
支
援

方針 施策

47 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

性の尊重に
関する教育
の推進

性と生殖に関して健
康であることの重要
性や性感染症、ＨＩ
Ｖ／エイズなどに関
する正しい知識の普
及啓発を進めます

性に関する価値観
のちがいを認め合
う意識を児童・生
徒に育むために、
外部講師を招聘す
る等工夫をし、継
続的に取組を進め
ていく。

①性の多様性について、必要に応じて外部
講師を招聘する等、各校で学習した。ま
た、性教育について講師を招聘し性感染症
予防、ＨＩＶ/エイズについて学習した。
【性の多様性について】学校名：参加対象（男女比）
・大和田小学校　：教職員（男12人　：女13人）
・沖小学校　　　：６年生（男31人　：女30人）
・第二中学校　　：２年生（男87人　：女82人）
・第五中学校　　：全学年（男267人：女254人）
・第七中学校　　：全学年（男190人：女196人）
・はすはな中学校：３年生（男72人　：女80人）

【性教育について】学校名：参加対象（男女比）
・第二中学校：３年生　（男83人  ：女76人）
・第四中学校：２・３年（男158人：女131人）
・第七中学校：３年生　（男72人　：女70人）

【ＬＧＢＴ研修会】
・男女平等教育推進委員会：講師：井上すずか氏
　（参加者：教職員約70名）
・第二中学校：講師：井上すずか氏
　（参加者：教職員30名）
・大和田小学校：講師：津田愛梨氏
　（参加者：教職員20名）

②各学校において、児童・生徒の発達段階
に応じた性に関する指導が実施できた。

③性に関する意識や価値観が多様化する
中、児童・生徒が性の多様性を尊重する意
識や態度を育む取組を、引き続き行う必要
がある。

性に関する価値観のち
がいを認め合う意識を
児童・生徒に育むため
に、外部講師を招聘す
る等工夫をし、継続的
に取組を進めていく。

児童・生徒の発
達段階に応じた
性に関する指導
を実施しておら
れることがよく
わかり高く評価
できる。
多くの児童・生
徒にとって｢
性」の問題は避
けて通れないも
のであるので、
全小学校や中学
校で実施される
よう、一層の働
きかけをお願い
したい。

学校教育課

95

48 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

男女の健康
に関する啓
発

男女の健康に関する
啓発について、生活
習慣病予防教室や骨
粗しょう症予防教室
などを開催し、広報
紙などを活用し、市
民が受講しやすい内
容に努めます

食育ボランティア
の活躍の場を増や
し、市民と一緒に
健康づくりに取り
組む。

①食育ボランティア養成講座での調理実習
や、親子クッキングの調理実習にも参加を
募った。（親子クッキングは参加人数、大
人女性８人、子ども8人（男子1人、女子７
人）食育ボランティア女性3人）

②食育ボランティア及び参加者とともに実
習を行った。

③食育ボランティアの活躍の場を増やし、
市民と一緒に健康づくりに取り組む。

食育ボランティアの活
躍の場を増やし、市民
と一緒に健康づくりに
取り組む。

食育ボランティ
アの活躍の場を
増やし、市民と
共に健康作りに
とりくむという
目標が、親子
クッキングの場
で実現されてお
り、評価でき
る。今後は、男
女共同参画社会
の実現という視
点から、食育ボ
ランティアに男
性の参加を増や
す働きかけをお
願いしたい。

健康増進課

96

飲酒、喫
煙、薬物乱
用防止対策
などの推進

医師会や保健所など
の関係機関、学校、
家庭、地域などとの
連携により、飲酒、
喫煙、薬物乱用防止
対策に努めます

保健所や医師会な
どの関係機関との
連携を図りなが
ら、健康の保持等
の周知啓発に努め
る。

①妊娠届出時の助産師等による面接におい
て、喫煙している妊婦とそのパートナーに
向けて、禁煙指導を行った。
また、妊娠中期・後期に妊娠届出にて妊婦
もしくはパートナーが喫煙している方を対
象に、電話にて喫煙状況を聞き取り。喫煙
されている方に関しては、禁煙指導を実
施。
②禁煙に至らずとも、受動喫煙を避けるよ
う心掛けたり、たばこの害についての周知
を実施した。
③引き続き助産師等による全数面接や電話
にて禁煙指導を行うとともに、健康展や健
診等の場で健康保持・増進に関する情報提
供に努め、周知啓発を図る。

保健所や医師会などの
関係機関との連携を図
りながら、健康の保持
等の周知啓発に努め
る。

妊娠届出時のみ
ならず、妊娠中
期・後期にも電
話での聞き取り
を実施するな
ど、きめ細やか
な禁煙指導をさ
れており、評価
できる。
また、受動喫煙
の危険性やたば
この害について
の周知も、一
層、進めていた
だきたい。

健康増進課

97

49 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

2 生涯各期
に応じた
健康対策
を進める

妊娠や出産
などに関す
る健康支援

飛び込み出産の防止
や妊娠高血圧症候
群、貧血の早期発見
など、妊婦の健康の
保持・増進を図るた
め、妊婦健康診査の
周知と受診の促進を
図ります。また、相
談や乳幼児健診、訪
問活動など、母子の
健康の保持・増進を
図ります

母子健康手帳の交
付時に妊娠・出産
に関する専門性の
高い助産師等によ
る全数面接を行
い、妊婦健診の受
診勧奨及び妊婦の
相談などにも対応
する。
妊婦健診の公費負
担増額を実施し、
さらなる受診環境
の整備に努める。

①母妊婦健診に係る費用の公費負担増額
（10万円→12万円）を実施した。また、
引き続き、母子健康手帳の交付時に助産師
等による全数面接を実施した。

②妊娠時から個別支援を行うことができ
た。また、妊婦健診の公費負担増額によ
り、自己負担の軽減及び妊婦の健康の保持
増進に取り組むことができた。
加えて、妊娠届出時の全数面接において、
妊婦歯科健康診査の受診勧奨も丁寧に行
い、前年度より受診者数の増加がみられ
る。（平成29年度110人、平成31年2月
現在　171人）
③引き続き助産師等による全数面接から、
必要なケースには早期に地区担当保健師の
介入につなげる。

母子健康手帳の交付時
に妊娠・出産に関する
専門性の高い助産師等
による全数面接を行
い、妊婦健診の受診勧
奨及び妊婦の相談など
にも対応する。
子育て世代包括支援セ
ンターを立ち上げ、妊
娠期から子育て期まで
切れ目なくサポートで
きる体制を整える。

妊婦検診費用の
公費負担増額を
始め昨年も実施
されていた母子
手帳交付時の助
産師による全数
面接を引き続き
実施されるなど
意欲的な取組を
高く評価した
い。
その取組がさら
に新たな歯科検
診への勧奨につ
ながり一定の成
果をあげておら
れる。
さらに子育て世
代包括支援セン
ターの立ち上げ
など、今後の体
制づくりにも大
いに期待する。

健康増進課
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乳幼児期か
らの食育の
推進

健康づくりの基礎と
なる乳幼児期に、適
切な食習慣の確立や
食を通じた豊かな人
間性の構築、家族の
関係づくりなどを深
めるため、食生活の
重要性について、総
合的な食育の推進を
図ります

食育ボランティア
養成講座を開催
し、ボランティア
登録者数の増加に
努める。
関係各課と連携を
図りながら、門真
市健康増進計画・
食育推進計画を適
切に推進する。

①食育ボランティア養成講座を開催し、そ
の育成に取り組んだ。

②養成講座受講者のうち、8割以上が食育ボ
ランティアとして登録。（登録人数９人）
平成３０年2月、担当者レベルのワーキング
会議を開催し、計画の進捗について関係各
課と情報共有を行った。

③門真市健康増進計画・食育推進計画の推
進体制を充実させ、計画の進捗管理に向け
て取り組む。

門真市健康増進計画・
食育推進計画の推進体
制を充実させ、計画の
進捗管理に取り組む。
食育ボランティアの活
躍の場を持ち、食育を
推進していく。

食育ボランティ
ア養成講座受講
者中8割以上の
9人が登録した
とのこと、目標
達成で評価でき
る。
今後、新旧のボ
ランティアの交
流の場を作るな
どした一層の深
化を期待する
し、男性の食育
ボランティアの
育成にも取り組
んでいただきた
い。

健康増進課
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50 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

成人・高齢
期における
健康づくり
の推進

死因や要介護認定の
原因疾患の男女の違
いなどを踏まえ、が
ん検診の受診や疾病
に関する正しい知識
の啓発を進めます。
また、心の健康相談
の充実に努めます。

引き続き、がん検
診やその他健診に
ついての周知・受
診勧奨に努める。
また、心の問題な
ど、適切な相談窓
口を紹介し充実し
た相談支援を進め
る。
がん検診におい
て、府が設定する
重点受診勧奨対象
者に対し、個別受
診勧奨を行い、が
んの早期発見・早
期治療をめざす

①がん検診は集団・個別の両方式、一般健診は
個別健診を行った。
乳がん・子宮がん検診については対象の４０
歳、２０歳となる市民に無料クーポン券を送付
するとともに、府の重点勧奨対象者に個別通知
（25～４４歳女性：子宮がん、５０～69歳女
性：乳がん、６０～６９歳男女：胃・大腸が
ん）実施。５がん（胃・大・肺・子宮・乳）す
べてにおける大阪府の重点受診勧奨対象者に個
別通知し、受診を促した。
受診率向上の取り組みとして、大阪府の乳がん
検診受診率向上モデル事業に参画し、大型商業
施設における検診実施イベントを行った。

②市民が身近な医療機関で健診を受ける機会を
設けることができた。また受診率向上に向けた
取り組みを行うことができた。

③心の健康相談については、引き続き、保健所
など関係機関・関係各課との連携強化を図る。
大阪府の乳がん検診受診率向上モデル事業につ
いては今後大阪府とともにその効果について検
証予定。

引き続き、がん検診や
その他健診についての
周知・受診勧奨に努め
る。また、心の問題な
ど、適切な相談窓口を
紹介し充実した相談支
援を進める。
がん検診において、ひ
きつづき府が設定する
重点受診勧奨対象者に
対する個別受診勧奨や
乳幼児健診との同時実
施などの取り組みを行
い、受診率向上させ、
がんの早期発見・早期
治療をめざす

従来の無料クー
ポンの送付や個
別通知に加え
て、大型商業施
設での検診実施
イベントなど、
検診の周知、受
診勧奨につい
て、新たな工夫
も見られ、高く
評価できる。
今後は、心の健
康相談について
の相談支援を具
体的に検討し、
展開されること
を期待する。そ
れががん予防に
とっても、大切
な対策の一つと
なるのではない
か。

健康増進課
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51 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

市民の方々の期待も
年々高くなっている中
で、来年度以降におい
ては、これまでの取組
に加えて、年間６回程
度を目安にスポーツ教
室を開催し、市民の誰
もがそれぞれのライフ
ステージに応じたス
ポーツ・レクリエー
ション活動に参加する
機会の充実に努めてい
きたい。

門真市生涯ス
ポーツ推進協議
会を設立され、
それぞれのライ
フステージに応
じたスポーツや
レクレーション
活動を展開して
いく基盤を作ら
れたこと、ま
た、幼稚園、保
育所の参画など
も得て、具体的
に新たな層の参
加を実現するな
ど、意欲的な取
組は、高く評価
できる。
今年度はスポー
ツ教室も新たに
開催する事もあ
り、一層、多様
な人の健康作り
を推進していた
だきたい。
また、今後は企
画運営に女性の
参画を意識して
進めていただき
たい。

社会教育課
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①門真市スポーツ少年団が主催する大会事
業に対し補助金を交付するとともに、門真
市体育協会との共催で、北河内地区総合体
育大会をはじめ、大阪府総合体育大会、三
島・北河内地区対抗柔道大会、北河内地区
駅伝競走大会を開催した。
また、平成26年度より実施してきたスポー
ツ・レクリエーション大会における取組に
加えて、スポーツ教室など、年間を通じて
生涯スポーツを推進する体制を構築するこ
とを目的に、本年２月に門真市生涯スポー
ツ推進協議会を設立した。
競技部会ではこれまでの種目に加えて、新
たにバレーボールの種別が２つ増加し、参
加人数も増加傾向にあり、また、レクリ
エーション部会では子どもから高齢者、障
がい者まで世代を超えて気軽に楽しめる
ニュースポーツや体験教室等、多種多様な
プログラム、併せて市内幼稚園・保育園の
参画も得て、家族揃って一日を通し楽しめ
る内容で開催したことで、日頃はあまり体
を動かす機会がない方でも気軽に参加で
き、体を動かす楽しさや大切さを広く実感
できることとなった。

②「門真市スポーツ・レクリエーション事
業」の企画運営に様々な団体が参画し、活
躍されたことに加え、開催内容の充実及び
電子媒体を活用した周知方法の充実を図
り、参加者も例年以上であった。

③更なる参加者の増加をめざし、子どもか
ら高齢者、障がい者など、誰もが気軽に参
加できる運営方法を検討する。

生涯スポーツ推進
協議会の設立によ
り、勝敗に拘った
競技性の高い大会
から、普段スポー
ツに縁のない人が
スポーツを始める
きっかけとなる事
業まで、市民それ
ぞれのライフス
テージに応じたス
ポーツ・レクリ
エーション活動の
機会を確保するこ
とで、スポーツ・
レクリエーション
人口の増加を目指
す。

生涯を通じ、健康づ
くりを意識した運動
の習慣づけをめざ
し、啓発を行うとと
もに、年代や体力に
応じたスポーツ活動
を促進します

健康づくり
を意識した
運動習慣の
促進

52 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

健康づくり
を意識した
運動習慣の
促進

生涯を通じ、健康づ
くりを意識した運動
の習慣づけをめざ
し、啓発を行うとと
もに、年代や体力に
応じたスポーツ活動
を促進します

門真市第７期高齢
者保健福祉計画の
基本目標である
「健康づくり、介
護予防の推進」を
進める上で、本事
業は重要な事業と
なることから、参
加者の増加に向け
て周知を図る。

①地域包括支援センターとともにいきいき
百歳体操など介護予防を行う通いの場の普
及啓発に努めた。現在20か所の通いの場が
立ち上がっている。

②高齢者の閉じこもりや介護予防のために
運動習慣を身につけ、健康の維持・推進を
図ることができた。

③通いの場の数とその参加者数が増加して
いくように、さらに周知啓発や通いの場の
立ち上げに向けての動機づけを行う必要が
ある。

周知啓発を行い、健康
意識の向上を図り、通
いの場の更なる立ち上
げにつなげる。

介護予防の通い
の場が20カ所
できているとの
事だが、高齢者
の身近に数多く
準備されている
ことが、介護予
防にとって大切
なので、評価で
きる。
今後はその場を
意味あるものに
するために、ど
う周知を図るの
か、その点の具
体的な方策を提
示していただき
たい。

高齢福祉課
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53 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

2 1 困難な状
況に置か
れた人々
の課題解
決のため
の支援を
強化する

ひとり親家
庭に対する
支援

母子家庭等ひとり親
家庭の自立支援を計
画的に進めます

第３次ひとり親家
庭等自立促進計画
に基づき、ひとり
親家庭の自立支援
に努める。また、
自立支援に向けた
給付金の対象者の
拡充を図ること
で、更なる就労支
援に努める。

①自立支援員によるひとり親自立支援相談
を195件（3月末時点）実施した。また、
母子・父子自立支援員勉強会を幹事市とし
て実施することで、自立支援相談員のみな
らず、当課職員の知識の向上にもつながっ
た。
　
②自立支援教育訓練給付金が9件（29年度
2件）、高等職業訓練促進給付金事業が8件
（29年度6件）の実績があった。給付金の
対象者拡大により、申請数が増加してい
る。また、プログラム策定事業を行うこと
で、個々のニーズに合わせた就労支援を
行った。

③今後も引き続き自立支援員による相談業
務等を実施するとともに、関係機関等と連
携することで、相談体制の充実に努める。

「ひとり親家庭等自立
促進計画」を「子ど
も・子育て支援計画」
へ統合し、ひとり親家
庭を含めた総合的な子
育て支援への取り組み
を行う。生活の自立に
向けた給付金制度や、
福祉資金貸付制度につ
いての周知を図り、ま
た、他機関と連携しな
がら就労支援を行うこ
とで、ひとり親家庭の
自立促進を促す。

ひとり親家庭の
自立支援とし
て、給付金等の
対象者拡充と
いった経済的な
支援と共に、各
ひとり親家庭が
抱えている問題
へ寄り添った相
談支援体制の充
実に努めていた
だきたい。

子育て支援課
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高齢者に対
する支援

介護保険サービスの
提供を進め、地域で
の自立した生活を支
援するための事業を
推進します

地域包括支援セン
ター・介護保険事
業者・高齢者に関
わる地域住民らと
のさらなる連携の
強化（地域包括ケ
アシステム深化・
推進のため、地域
ケア会議の推進を
図る）。

①地域包括支援センター及び介護保険サー
ビス事業者・民生委員・校区福祉委員等を
対象に、市域包括ケア会議を実施（連絡部
会・地域支援部会・全体部会）した。
また、自立支援型地域ケア会議を開催し、
高齢者が自立した生活を継続できるよう支
援の検討をした。さらに会議を通して地域
課題を把握し、改善策等を関係機関と検討
をした。
　
②地域包括支援センター及び介護保険サー
ビス事業者・民生委員・校区福祉委員等、
高齢者に関わる方々に会議へ参加していた
だくなど連携体制の強化を図った。
　
③引き続き地域ケア会議と自立支援型地域
ケア会議を積極的に実施し、高齢者に関わ
る地域住民との連携を図ると共に、高齢者
の自立に向けた支援や地域課題を関係機関
と検討する枠組み作りが必要である。

地域包括支援セン
ター・介護保険事業
者・高齢者に関わる地
域住民らと地域ケア会
議など様々な方法によ
り更なる連携の強化を
図る。

介護支援を必要
としている本人
と家族が安心・
安定して介護
サービスを受け
られるようなケ
アシステムの構
築への取り組み
をさらに進めて
いただきたい。

高齢福祉課
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54 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

障がいのあ
る児童に対
する支援

障がいのある子ども
が、地域で社会の一
員として主体的に生
きる力を高められる
ように、関係機関な
どと連携し、ライフ
ステージに合った福
祉・保健・医療など
を支援します

２９年度に策定し
た第５期障がい福
祉計画・第１期障
がい児福祉計画に
基づき、障がい児
通所支援・障がい
福祉サービス・地
域生活支援事業の
利用を推進すると
ともに、障がいの
ある子どもに対す
る適切な療育の提
供により、生活能
力等の向上や、ま
たその生活を支え
ることにより、保
護者の負担も軽減
していく。

①平成31年3月時点での障がいのある子ど
ものサービスの利用状況は、障がい福祉
サービス・地域生活支援事業については減
少傾向にあり、受給者証の発行数は、31～
35人となっているものの、障がい児通所支
援についてはサービスが創設された24年以
来増加し続け、平成31年3月末時点で受給
者証の発行数は346人となっている。

②障がいのある子どもに対し、学校・事業
所・市が連携し、障がい児支援利用計画に
基づき、必要な療育の機会を提供するとと
もに、保護者の負担を軽減した。

③今後も療育を必要とする障がいのある子
どもが適切な療育を利用できるよう、関係
機関に周知するとともに、市ホームペー
ジ・福祉のしおり等でも継続して周知に努
め、サービスを利用しやすい環境作りに努
めていく。

第５期障がい福祉計
画・第１期障がい児福
祉計画に基づき、障が
い児通所支援を主とし
て、必要時障がい福祉
サービス・地域生活支
援事業の利用を推進す
るとともに、障がいの
ある子どもに対する適
切な療育の提供によ
り、生活能力等の向上
や、またその生活を支
えることにより、保護
者の負担も軽減してい
く。

引き続き、障が
いのある子ども
を持つ親の負担
の軽減と、多方
面にわたる支援
への取り組みを
していただきた
い。

障がい福祉課
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障がいのあ
る人に対す
る支援

障がい福祉サービス
の提供を進め、地域
での自立した生活を
支援するための事業
を推進します

２９年度に策定し
た第５期障がい福
祉計画・第１期障
がい児福祉計画に
基づき、障がい福
祉サービス・地域
生活支援事業等の
提供を行い、３０
年度開設予定の地
域生活支援拠点を
活用し、障がいの
ある人の自立に向
けた支援を継続し
て実施する。

①さまざまな障がいのある人に対し、障が
い福祉サービス・地域生活支援事業のサー
ビス提供を実施した。

②就労やグループホームの利用を希望する
方に対し、引き続き障がい福祉サービスに
よる就労訓練の機会の提供とともに、一般
就労に向けた支援を行い、また、グループ
ホームの利用による自立した生活への支援
を実施した。

③引き続き市ホームページ・福祉のしおり
等で障がい福祉サービス・地域生活支援事
業について、継続して周知を行う。

第５期障がい福祉計
画・第１期障がい児福
祉計画に基づき、障が
い福祉サービス・地域
生活支援事業等の提供
を行い、31年４月に
開設した地域生活支援
拠点を活用し、障がい
のある人の自立に向け
た支援を継続して実施
する。

市役所・行政と
地域が連携し、
継続的な見守り
支援を期待す
る。

障がい福祉課
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55 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

生活が困窮
している人
に対する自
立支援

生活が困窮している
人への相談や指導・
助言を行い、自立に
向けた支援に努めま
す

引き続き生活困窮
者自立相談支援事
業の実施により、
生活困窮に関する
相談を一元的に受
け付ける窓口とし
て機能するととも
に、相談者に寄り
添って自立にむけ
た支援に努める。
また、生活困窮者
就労準備支援事業
の利用者増加を目
指す。

①生活困窮者に対する総合的な相談窓口と
して機能している。一人ひとりに合わせた
支援計画を作成し、各種貸付や制度を利用
しつつ、自立にむけた伴走型の支援を実施
している。また、生活困窮者就労準備支援
事業の利用者においても、手厚い就労支援
を実施している。295名（男女比未把握）
が利用した。

②一人ひとりに合わせた支援策を検討する
ことで、相談者に寄り添いながら丁寧な支
援を実施できている。

③困窮している人が、経済的、精神的に追
いつめられてしまう前に支援を受けられる
よう、相談窓口の周知に努める必要があ
る。就労準備支援事業についても、利用者
が増えるよう、周知に努める必要がある。

引き続き生活困窮者自
立相談支援事業の実施
により、生活困窮に関
する相談を一元的に受
け付ける窓口として機
能するとともに、相談
者に寄り添って自立に
むけた支援に努める。
また、生活困窮者就労
準備支援事業の利用者
増加を目指す。より早
期に支援が開始できる
よう、周知・啓発に努
めていく。

生活困窮者に対
する総合的な相
談窓口となり、
一人ひとりに寄
り添い自立に向
けての支援が充
実してきている
ことが評価でき
る。さらに、相
談窓口等の周知
に努めていただ
きたい。

福祉政策課
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生活が困窮
している人
に対する自
立支援

生活が困窮している
人への相談や指導・
助言を行い、自立に
向けた支援に努めま
す

今年5月にハロー
ワークの常設窓口
を福祉事務所内に
設置したことか
ら、生活困窮者
（生活保護受給
者）のためのワン
ストップ型サービ
スを提供し自立支
援に努める。

①課内に就労支援員等を配置及び福祉事務
所内にハローワークの常設窓口を設置し、
生活困窮者（生活保護受給者）の自立支援
を行った。(利用延べ人数221人）

②就労支援員等を配置及び福祉事務所内に
ハローワークの常設窓口を設置したことに
より、生活困窮者（生活保護受給者）の自
立の助長につながった。

③市が実施する就労支援等事業と、福祉事
務所内に設置したハローワークの常設窓口
とのより密な連携に努め、さらなる生活保
護受給者の自立支援体制の充実を図る。

２９年にハローワーク
の常設窓口を福祉事務
所内に設置したことか
ら、生活困窮者（生活
保護受給者）のための
ワンストップ型サービ
スを提供し自立支援体
制の充実に努め、連携
を強化し、就労に向け
ての支援体制の充実を
図る。

福祉事務所内に
ハーローワーク
の常設窓口を設
置し、生活困窮
者の自立支援体
制を充実させ、
利用者の増加に
繋げていること
が評価できる。
連携をより強化
し、就労に向け
ての支援体制が
さらに充実する
こ と を 期 待 す
る。

保護総務課・保護課
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56 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

就労困難者
に対する就
労支援

母子家庭の母や寡
婦、高齢者や障がい
のある人など、就労
が困難な人の就労を
促進するため、ハ
ローワーク等関係機
関と連携し、就労機
会の確保・拡大に努
めます

地域就労支援セン
ターにおいて、職
業訓練等の情報提
供するとともに、
ハローワークとの
より一層の連携強
化を図り、ひとり
でも多くの就職困
難者が就労できる
ように努める。

①就労支援センターで週３日、就労相談を
実施している。（利用延べ件数94件）

②地域就労支援センターにおいて、ハロー
ワークで得た情報を提供するといった形で
連携を行うことができた。また相談者の状
況を鑑み、生活困窮者自立支援制度への紹
介を行うなど関係機関との連携ができた。

③ハローワークとの連携をより強化し地域
就労支援センターによる就労相談・支援に
努める。

地域就労支援センター
において、職業訓練等
の情報提供するととも
に、ハローワークとの
より一層の連携強化を
図り、ひとりでも多く
の就職困難者が就労で
きるように努める。

就労困難な要因
を把握し、一人
ひ と り に 寄 り
添った支援のた
めに、関係機関
の 連 携 強 化 を
行っていること
が評価できる。
就労相談・支援
にさらなる連携
強化に努めると
ともに、支援者
への周知に努め
て い た だ き た
い。

産業振興課
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小地域活動
の推進

地域の高齢者や障が
いのある人、子育て
中の親子など支援を
必要とする人々が住
み慣れたまちで安心
して生活できるよう
に、地域住民の参加
と協力による支え合
い、助け合いの取り
組み「小地域活動」
を推進し、地域力の
強化を図ります

引き続き門真市社
会福祉協議会が実
施する小地域ネッ
トワーク活動に対
し、補助金を交付
するとともに、よ
りきめ細かな、か
つ実効的な事業が
実施できるような
仕組みづくりや助
言を行っていく。

①門真市社会福祉協議会が実施する小地域
ネットワーク活動に対し事業費補助を行っ
た。

②地域住民が主体となった支え合い活動を
支援することにより、地域力の向上につな
がった。

③様々な課題を抱えた人達が安心して生活
できるよう、これからも小地域活動を推進
できるような仕組みづくりの構築に努めて
いく必要がある。

引き続き門真市社会福
祉協議会が実施する小
地域ネットワーク活動
に対し、補助金を交付
するとともに、よりき
め細かな、かつ実効的
な事業が実施できるよ
うな仕組みづくりや助
言を行っていく。

地域力が向上
し、地域住民が
支え合い、助け
合うことが重要
である。小地域
ネットワーク活
動を支援し、門
真市社会福祉協
議会の活動に事
業費補助を行っ
ているに大きな
意味を感じる。
今後も小地域
ネットワーク活
動への支援の充
実を期待してい
る。

福祉政策課
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57 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

2 女性であ
ることで
複合的に
困難な状
況に置か
れている
人々への
対策を進
める

情報提供の
充実

母子家庭や寡婦、障
がいのある女性、外
国人女性などが、安
心して日常生活を送
ることができるよう
に、生活情報や行政
サービス情報などを
提供します

広報やホームペー
ジだけでなく、講
演会開催時に情報
提供するなど、困
難な状況にある女
性が安心できる情
報提供を行う

①女性サポートステーションWESSにおい
て女性のための相談を行うとともに、必要
な支援や情報をワンストップで提供した。

②複合的な要因で困難な状況にある女性が
安心できる支援体制を整えることができ
た。

③さらに周知を行い、安心して日常生活を
送ることができるよう、情報提供に努め
る。

広報やホームページだ
けでなく、講演会開催
時に情報提供するな
ど、困難な状況にある
女性が安心できる情報
提供を行う

女性サポートス
テ ー シ ョ ン
WESSの情報提
供の場、及び、
困難な状況にあ
る女性支援の場
としての役割が
充実してきたこ
と が 評 価 で き
る。さらに、幅
広い広報活動を
行い、より多く
の女性の支援を
期待している。

人権女性政策課
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58 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

相談体制の
充実

母子家庭や寡婦、障
がいのある女性、外
国人女性などが、安
心して日常生活を送
ることができるよう
に、また、人権侵害
などの事象に総合的
に対応できるよう
に、関係課や関係機
関との連携強化を図
ります

相談体制の充実を
図るとともに、関
係機関等とのさら
なる連携強化に努
める。

①自立支援員によるひとり親自立支援相談
を195件（3月末時点）実施した。また、
母子・父子自立支援員勉強会を幹事市とし
て実施することで、自立支援相談員のみな
らず、当課職員の知識の向上にもつながっ
た。

②ひとり親家庭等の相談内容に応じ、関係
機関等との連携を図り、支援を行った。
　
③ひとり親家庭の相談先として、自立支援
員の周知啓発を行うとともに、関係機関等
と連携するなど、適切な支援に努める。

相談体制の充実を図る
とともに、関係機関等
とのさらなる連携強化
に努める。
ひとり親家庭への支援
体制についての周知を
図る。

自立支援員によ
る相談体制の充
実が図られてい
ることが評価で
きる。関係機関
との連携をさら
に強化し、課題
に向き合った更
なる支援の充実
に努めていただ
きたい。

子育て支援課
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人権女性政策課

112

相談体制の
充実

母子家庭や寡婦、障
がいのある女性、外
国人女性などが、安
心して日常生活を送
ることができるよう
に、また、人権侵害
などの事象に総合的
に対応できるよう
に、関係課や関係機
関との連携強化を図
ります

人権相談や女性の
ための相談、人権
擁護委員の相談を
引き続き実施する
とともに、関係機
関や庁内各課と連
携し、相談体制の
充実を図る。

①各相談窓口の相談件数（延べ）
人権相談　　　　　372件
　女性330件（うちDV　152件）
　男性42件　（うちDV　　０件）
であり総相談件数が前年度の延べ277件から
95件増加した。
また、相談対応においても寄り添い相談が72件
（前年度から1６件増）、自宅等への出張相談
が5件（前年度から2件増）と、ともに増加し
た。
女性のための相談　176件
　夫婦間トラブル・離婚前相談・DV　81件
　親族間トラブル　25件
　その他（生きづらさ、近隣トラブル、知人ト
ラブ　ル、男女関係トラブル、生活不安、病気
不安、子育て他）70件
人権擁護委員の相談　５件（男女比不明）人権
擁護委員による人権相談では、市内10か所の福
祉施設や人権週間にあわせてルミエールホール
において出張相談を実施している。
　相談窓口の周知については12月の人権週間に
全戸配布している人権週間特集号の記事の一部
に人権擁護委員の紹介、「ドメスティック・バ
イオレンス」について取り上げ、相談窓口の周
知をおこなった。

②相談窓口の周知や関係機関との連携を深めた
ことで前年度と比較して相談件数が増加した。

③様々な問題をもったケースについて、実情に
合った対応ができるよう、さらなる連携体制を
強化する。

引き続き関係機関や庁
内各課と連携し、相談
体制の充実を図るとと
もに相談につながって
いない相談者を相談に
つなげるよう相談窓口
の周知についても継続
しておこなう。

出張相談や訪問
相談など、各種
相談窓口を設け
ることにより、
相談件数が大幅
に増加している
ことが評価でき
る。幅広い周知
の努力や関係機
関との連携の成
果であると思
う。
今後、関係機関
との連携をさら
に強化し、相談
体制の充実を期
待している。

59 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

相談体制の
充実

母子家庭や寡婦、障
がいのある女性、外
国人女性などが、安
心して日常生活を送
ることができるよう
に、また、人権侵害
などの事象に総合的
に対応できるよう
に、関係課や関係機
関との連携強化を図
ります

２９年度に策定し
た第５期障がい福
祉計画・第１期障
がい児福祉計画に
基づき、障がいの
ある女性や高齢
者・難病等の方々
の相談に対応でき
るよう、３０年度
開設予定の地域生
活支援拠点及び障
がい者基幹相談支
援センターを中核
としたネットワー
クの強化に引き続
き取り組む。

①障がいのある女性・高齢者・難病等の
方々からの相談、障害者虐待防止法に関わ
る相談等に障がい者基幹相談支援センター
と共に、関係機関と連携して対応するな
ど、相談支援体制の充実が図れた。また、
障害者差別解消法に関する相談にも対応で
きるよう、引き続き庁内への周知及び新規
採用職員向け研修を実施するとともに、関
係機関との連携を図り相談体制を充実させ
た。

②関係機関との連携により様々な問題に対
し、スムーズに対応できるよう努めた。ま
た障がい者基幹相談支援センターを中核と
するネットワークによる相談支援体制の構
築ができた。

③今後も障がい者基幹相談支援センターを
中核としたネットワークの強化に取り組む
とともに、各地域での相談支援のニーズを
把握できるよう努める。

第５期障がい福祉計
画・第１期障がい児福
祉計画に基づき、障が
いのある女性や高齢
者・難病等の方々の相
談に対応できるよう、
３1年４月に開設した
地域生活支援拠点と、
拠点に移転する障がい
者基幹相談支援セン
ターを中核としたネッ
トワークの強化に引き
続き取り組む。

引き続き、障が
い者基幹相談支
援センターを中
核として、社会
福祉協議会、社
会福祉法人団
体、保健所、
様々な相談団
体・機関とより
密なネットワー
クを構築し、相
談者への対応を
お願いすると共
に、今後もより
広く本施設の周
知をお願いした
い。

障がい福祉課
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相談体制の
充実

母子家庭や寡婦、障
がいのある女性、外
国人女性などが、安
心して日常生活を送
ることができるよう
に、また、人権侵害
などの事象に総合的
に対応できるよう
に、関係課や関係機
関との連携強化を図
ります

母子家庭や寡婦、
障がいのある女
性、外国人女性の
生活保護受給者世
帯について関係各
課及び機関と連携
を図ると共に、専
任の面接相談員を
配置し、人権侵害
などの事情への総
合的な対応に努め
る。

①関係各課及び関係機関と連携を図るとと
もに、専任の面接相談員を配置し、母子家
庭や寡婦、障がいのある女性、外国人女性
の生活保護受給者世帯への対応を行った。

②関係各課及び関係機関と連携を図るとと
もに、専任の面接相談員を配置することに
より、人権侵害などの事案への対応がきめ
細かく行えるようになった。

③関係各課及び関係機関との連携を今後も
きめ細かく行っていくとともに、専任の面
接相談員の充実を図る。

母子家庭や寡婦、障が
いのある女性、外国人
女性の生活保護受給者
世帯について関係各課
及び機関と連携を図る
と共に、専任の面接相
談員を配置し、人権侵
害などの事情への総合
的な対応に努め、連携
を強化し、就労に向け
ての支援体制の充実を
図る。

専任の面接相談
員の充実と市民
への相談場所の
周知を引き続き
行っていただき
たい。

保護総務課・保護課
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60 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

相談体制の
充実

母子家庭や寡婦、障
がいのある女性、外
国人女性などが、安
心して日常生活を送
ることができるよう
に、また、人権侵害
などの事象に総合的
に対応できるよう
に、関係課や関係機
関との連携強化を図
ります

関係機関との更な
る連携強化を図
る。

①保健師の訪問や面接等により母子家庭や
障がいのある女性、外国人などを含む、妊
娠中や育児中の女性に対し、人権女性政策
課や子育て支援課、大阪府女性相談セン
ターなどとの連携のもと、DVに関連した一
時避難に対する支援や、保育幼稚園課との
連携のもと、保育所入所のための手続きの
支援、また児童の所属先となる保育園や幼
稚園、小学校などと連携し、児童の発育発
達支援などを行った。H30年度の保健師の
全訪問件数は延1,675件（不在含）、全面
接件数は、延632件であった。

②複数の関係各課と連携することで相談者
に対し充実したきめ細かい対応やサービス
が提供できた。

③引き続き関係各課及び機関との連携強化
を図るとともに専門性の向上に努める。

関係機関との更なる連
携強化を図る。

多様な事例や相
談に対応できる
よう今後も益々
専門性を向上さ
せ、引き続きき
め細やかな対応
をしていただけ
るようお願いし
たい。

健康増進課
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61 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

複合的な課
題に関する
対応

さまざまな複合的な
課題を抱えた家庭の
悩みや困難を解決す
るため、関係課や関
係機関などとの連携
による対応の充実を
図ります

相談体制の充実を
図るとともに、関
係機関等とのさら
なる連携強化に努
める。

①複雑な問題に対する解決を図るため、対
象者の状況把握に努め、必要な支援を展開
するべく、関係各課や関係機関と連携を
行った。

②各関係機関と連携を図ることで、毎年増
加する児童虐待をはじめとした様々な相談
に対応することができた。

③増加する様々な相談に対応できるよう、
相談体制の充実に努めると共に、各関係機
関との連携強化を図る必要がある。

相談体制の充実を図る
とともに、関係機関等
とのさらなる連携強化
に努める。

相談事業所の相
談体制の強化、
問題の特定化の
ため関係各課と
関係機関とのよ
りよく連携を取
るようにする。
令和元年には生
活拠点と基幹相
談が充実してい
るので、これら
を中心に活用す
るようにしてい
ただきたい。

子育て支援課

118

引き続き福祉施
設やルミエール
ホールなどでの
出張相談を実施
いただきたい。
また、引き続き
相談窓口の周知
と関係機関との
連携を深めてい
ただきたい。

人権女性政策課

117

複合的な課
題に関する
対応

さまざまな複合的な
課題を抱えた家庭の
悩みや困難を解決す
るため、関係課や関
係機関などとの連携
による対応の充実を
図ります

人権相談や女性の
ための相談、人権
擁護委員の相談に
おいて関係各課や
関係機関等との連
携を図り相談対応
の充実に努める。

①各相談窓口の相談件数（延べ）
人権相談　　　　　372件
　女性330件（うちDV　152件）
　男性42件　（うちDV　　０件）
であり総相談件数が前年度の延べ277件から
95件増加した。
また、相談対応においても寄り添い相談が72件
（前年度から1６件増）、自宅等への出張相談
が5件（前年度から2件増）と、ともに増加し
た。
女性のための相談　176件
　夫婦間トラブル・離婚前相談・DV　85件
　親族間トラブル　27件
　その他（生きづらさ、近隣トラブル、知人ト
ラブ　ル、男女関係トラブル、生活不安、病気
不安、子育て他）64件
人権擁護委員の相談　５件（男女比不明）人権
擁護委員による人権相談では、市内10か所の福
祉施設や人権週間にあわせてルミエールホール
において出張相談を実施している。
　相談窓口の周知については12月の人権週間に
全戸配布している人権週間特集号の記事の一部
に人権擁護委員の紹介、「ドメスティック・バ
イオレンス」について取り上げ、相談窓口の周
知をおこなった。

②相談窓口の周知や関係機関との連携を深めた
ことで前年度と比較して相談件数が増加した。

③様々な問題をもったケースについて、実情に
合った対応ができるよう、さらなる連携体制を
強化する。

引き続き関係機関や庁
内各課と連携し、相談
体制の充実を図るとと
もに、潜在している悩
みを抱えた人が相談に
つながるよう相談窓口
の周知に努める。

62 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

複合的な課
題に関する
対応

さまざまな複合的な
課題を抱えた家庭の
悩みや困難を解決す
るため、関係課や関
係機関などとの連携
による対応の充実を
図ります

２９年度に策定し
た第５期障がい福
祉計画・第１期障
がい児福祉計画に
基づき、障がいの
ある女性・高齢
者・外国人、難病
等の方々が抱える
様々な問題やその
世帯の相談に対し
て対応ができるよ
う、３０年度開設
予定の地域生活支
援拠点及び障がい
者基幹相談支援セ
ンターを中核とし
たネットワークの
強化に取り組むと
ともに、社会資源
の活用等に取り組
む。

①障がいのある女性・高齢者・外国人、難
病等の方々が抱える様々な問題に関係機関
と連携して取り組んだ。また障がい者基幹
相談支援センターを中核とするネットワー
クによる相談支援体制を充実させた。

②個人の複合的な問題に対応するだけでな
く、世帯の複合的な問題にも対応する等、
関係機関と連携して対応を実施した。また
障がい者基幹相談支援センターを中核とす
るネットワークによる問題解決にも取り組
めた。

③さまざまな問題を抱える障がいのある人
及びその世帯の相談に対して対応ができる
よう、引き続き障がい者基幹相談支援セン
ターを中核としたネットワークの強化に取
り組む。

第５期障がい福祉計
画・第１期障がい児福
祉計画に基づき、障が
いのある女性・高齢
者・外国人、難病等の
方々が抱える様々な問
題やその世帯の相談に
対して対応ができるよ
う、３1年４月開設予
定の地域生活支援拠点
と、拠点に移転する障
がい者基幹相談支援セ
ンターを中核とした
ネットワークの強化に
取り組むとともに、社
会資源の活用等に取り
組む。

相談支援事業所
体制の増加と充
実を必要とされ
ている。令和元
年度は第5期障
がい福祉計画・
第1期障がい児
福祉計画に基づ
き地域生活支援
拠点・基幹相談
を中心で関係各
機関との連携強
化して複雑な問
題に取り込むよ
うにしていただ
きたい。又相談
支援事業所が
個々の問題に直
接当たるため問
題の対応能力向
上と育成に基幹
相談支援セン
ターが取組んで
欲しい。

障がい福祉課

119

複合的な課
題に関する
対応

さまざまな複合的な
課題を抱えた家庭の
悩みや困難を解決す
るため、関係課や関
係機関などとの連携
による対応の充実を
図ります

複合的な問題を抱
えた生活保護受給
者世帯の悩みや困
難を解決するため
関係各課及び関係
機関と連携を図る
とともに、課内の
相談員（子ども健
全育成相談員等）
を活用することに
より問題の解決に
努める。

①関係各課及び関係機関と連携を図るとと
もに、課内の相談員（子ども健全育成相談
員等）を活用することにより、子育てや日
常生活における複合的な問題を抱えた生活
保護受給者世帯の悩みや困難を解決し、世
帯の自立助長を行った。

②関係各課及び関係機関と連携を図るとと
もに、課内の相談員（子ども健全育成相談
員等）を活用することにより、子育てや日
常生活の悩みや困難が解消され世帯の自立
助長が図られた。

③関係各課及び関係機関と連携をきめ細や
かに行う。また、課内の相談員（子ども健
全育成相談員等）のさらなる活用を行う。

複合的な問題を抱えた
生活保護受給者世帯の
悩みや困難を解決する
ため関係各課及び関係
機関と連携を図るとと
もに、課内の相談員
（子ども健全育成相談
員等）を活用すること
により問題の解決に努
める。

生活保護世帯の
問題解決のため
に関係各課と関
係機関とより連
携してほしい。
問題の解決のた
め原因の特定と
その保護世帯の
問題解決のため
相談員の活用、
問題の原因への
アプローチ等・
自立助成の取り
組みをする、余
暇活動などの参
加を積極的に促
すようにしては
いかがか。

保護総務課・保護課
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63 基本目標④



 平成30年度「第2次かどま男女共同参画プラン」推進状況等調査シート

基本目標④：男女が健康で安心して暮らせるセーフティネットを充実していきましょう

施策の内容
（項目） 市の取り組み

平成３０年度
の事業目標

平成３０年度の
①推進状況　②評価　③改善点

平成３１年度
の事業目標

審議会の意見 担当課 番号方針 施策

複合的な課
題に関する
対応

さまざまな複合的な
課題を抱えた家庭の
悩みや困難を解決す
るため、関係課や関
係機関などとの連携
による対応の充実を
図ります

関係機関との更な
る連携強化を図
る。

①DV・虐待・経済的困窮など多様な問題を
抱える家庭については、保健師を中心に関
係各課と連携を図り支援を行っている。ま
た、29年度からは妊娠届出時の全数面接の
実施により、早期に多様な問題の把握やそ
の支援を行うことができている。

②関係各課と連携を図ることで、家庭内の
問題解決に結びつきやすくなった。

③引き続き、関係機関との連携を図るとと
もに保健師の資質の向上に努める。

関係機関との更なる連
携強化を図る。

様々な問題を抱
え複雑化してい
る場合が多いよ
うに思う。その
複雑化した問題
点を解決するた
めにより関係機
関との連携が必
要。DV・虐
待・経済的困窮
など慎重な対応
が求められてい
るために専門家
の意見を聞く機
会を増やすよう
お願いしたい。

健康増進課
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64 基本目標④


